
 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営事項審査申請の手引き 
（経営規模等評価申請及び総合評定値請求） 
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注意事項  

 

   この手引きは、山梨県知事許可業者の経営事項審査（経

審）に関する内容について記載しています。 

   手引きの内容に関するお問い合せは、建設業対策室までお

願いします。 

※  山梨県知事以外の許可を受けている方は、審査方法等が異なりますの

で、当該許可行政庁にお問い合わせください。 

 

 

経営事項審査の相談 

時 間 

月曜日から水曜日まで 

午前９：００～１１：０ ０  

午後１：００～ ４：００  
 

場  所 

山梨県 県土整備部 

県土整備総務課 建設業対策室 

甲府市丸の内１－６－１ 北別館３階 

TEL ０５５－２２３－ １８４３  

FAX ０５５－２２３ －１８４４  

※ 審 査会 場 については、受審 日 時 の予 約 の際にお渡

しする「 経営 事 項 審査 受 付 票」 に記 載 します。 

（ 恩 賜 林記 念 館 東会 議 室 を予 定 しています。）  

 



 

経営事項審査受審日時の予約等について 
 

 

１ 経営事項審査は、後に記載の経営事項審査日程表により

行います。それ以外の日に受審することはできません。 

 

２ 受審日時の予約は、決算変更届の提出と同時に、先着順

で行います。 

※決算変更届の提出前に、受審日時の予約のみを行うこと

はできません。 

 

３ 決算変更届の提出期限間近になりますと、予約可能な日

時が少なくなります。希望する受審日時がありましたら、可

能な限りお早めに決算変更届を提出してください。 

 

４ 予約受付後に「経営事項審査受付票」をお渡ししますので、

内容をよくご確認ください。 

※受審時間をこちらで指定させていただきます。予約時間に

間に合うようにお越しください。予約時間より早くお越しにな

っても、前の予約時間の方より先に受審することはできませ

んので、御了承願います。 
 

※郵送による審査を希望する場合は、予約日の前日までに建

設業対策室必着でお願いします。 

※電子申請による審査を希望する場合は、決算終了後の変

更届出書の提出期限の翌月（経営事項審査受審月）の２５

日までに申請してください。 

 

５ 予約後の申請者の都合による日程変更は、原則として行

いません。 

 

６ 審査の進み具合により、受審開始が予約時間より遅くなる

場合がありますので、御了承願います。 



経営事項審査申請の手引きの主な変更点等について 

 

《 令 和 ８ 年 度 の主 な変 更 点 》  

◆社 会 性 等 （ W 点 ） 関 係  

・ 雇 用 保 険 加 入 の有 無 、健 康 保 険 加 入 の有 無 、厚 生 年 金 保 険 加 入 の有 無 を審

査 項 目 から削 除 する。 

・ 「 建 設 技 能 者 を大 切 にする企 業 の自 主 宣 言 制 度 」 の宣 言 を行 うことについて、加

点 対 象 とする。 

・ 建 設 機 械 の保 有 状 況 を改 正 （ W７ ）  

建 設 機 械 の加 点 対 象 機 械 について、以 下 のとおり拡 大 する。 

根拠法令 機種 検査方法 

道路運送車両法 アスファルトフィニッシャ 自動車検査 

労働安全衛生法 不整地運搬車 特定自主検査 

・ 加 点 対 象 となる建 設 技 能 者 （ レベル３ 技 能 者 、レベル４ 技 能 者 ） について、能 力

評 価 基 準 及 び対 象 業 種 を拡 大 する。※詳 細 は《 令 和 ２ 年 度 の主 な 変 更 点 》 の能

力 評 価 基 準 と建 設 業 種 の対 応 関 係 表 をごらんください。 

 

《 令 和 ７ 年 度 の主 な変 更 点 》  

◆審 査 手 数 料 関 係  

・ 山 梨 県 収 入 証 紙 の廃 止 に伴 い、手 数 料 納 付 方 法 を変 更 する。 

 

◆自 己 資 本 額 及 び利 益 額 関 係 （ X２ ） （ 審 査 基 準 日 が令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 以 降 か

つ、令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 以 降 の経 営 状 況 分 析 の申 請 で適 用 ）  

・ 借 入 金 のうち、以 下 の要 件 を全 て満 たすものは、「 資 本 性 借 入 金 」 として取 り扱 う

こととする。ただし、残 存 期 間 が５ 年 未 満 となった「 資 本 性 借 入 金 」 は、１ 年 ごとに

20％ ずつ自 己 資 本 とみなす部 分 を逓 減 させる取 扱 いとする（ 単 独 決 算 による申

請 に限 る） 。 

①償 還 期 間 が５ 年 超  

②期 限 一 括 償 還  

③配 当 可 能 利 益 に応 じた金 利 設 定  

・ 業 績 連 動 型 が原 則  

・ 債 務 者 が厳 しい状 況 にある期 間 は、これに応 じて金 利 負 担 が抑 えられるような 

仕 組 みが講 じられていること 

④ 法 的 破 綻 時 の 劣 後 性 の 確 保 （ 又 は 少 な く と も 法 的 破 綻 に 至 る ま で の 間 に お い

て、他 の債 権 に先 んじて回 収 されない仕 組 みが備 わっていること）  

⑤貸 出 主 が金 融 機 関 （ 政 府 系 含 む） であること又 は別 紙 記 載 の制 度 による借 入 で

あること 

 

《 令 和 ６ 年 度 の主 な変 更 点 》  

・ 登 記 簿 上 の住 所 と営 業 所 の所 在 地 が異 なる場 合 、申 請 書 （ 様 式 第 二 十 五 条 の

十 四 ） の申 請 者 欄 に、２ 段 書 きで記 載 する。 

・ 建 設 機 械 審 査 基 準 日 以 前 に検 査 が行 われ、審 査 基 準 日 時 点 で当 該 検 査 の有

効 期 間 内 であることを確 認 できるよう、登 録 状 況 等 に応 じ次 のいずれかの年 月 日 を

記 載 する。 

①  車 検 有 効 期 間 の開 始 日 （ 前 回 車 検 有 効 期 間 満 了 日 の翌 日 ）  

②  審 査 基 準 日 前 １ 年 以 内 に検 査 を実 施 した日  

③  自 動 車 検 査 証 記 録 事 項 の 4.備 考 【 旧 走 行 距 離 表 示 値 】 横 の（  ） 内 の日 付  

 

 



《 令 和 ５ 年 度 の主 な変 更 点 》  

◆技 術 力 （ Ｚ 点 ） 関 係 （ 令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日 以 降 を審 査 基 準 日 とする申 請 で適 用 ）  

・ 技 術 検 定 合 格 者 を指 定 学 科 卒 業 者 と同 等 （ １ 級 １ 次 合 格 者 を大 学 指 定 学 科 卒

業 者 と同 等 、２ 級 １ 次 合 格 者 を高 校 指 定 学 科 卒 業 者 と同 等 ） とみなし、第 一 次 検

定 合 格 後 に一 定 期 間 （ 指 定 学 科 卒 と同 等 ） の実 務 経 験 を有 する者 を加 点 対 象 と

する（ １ 点 ） 。 

◆確 認 書 類 関 係  

・ 提 示 の 対 象 と な る コ リ ン ズ 登 録 内 容 確 認 書 の 工 事 の 金 額 を 2,500 万 円 以 上 か ら

3,500 万 円 以 上 （ ただし、令 和 ５ 年 １ 月 １ 日 以 降 に完 成 した工 事 については、4,000

万 円 以 上 ） に引 き上 げる。  

 

◆社 会 性 等 （ Ｗ 点 ） 関 係  

・ 「 ワーク・ ライフ・ バランスに関 する取 組 の状 況 （ Ｗ 1－ ９ ） 」 の審 査 項 目 を新 設  

「 女 性 の職 業 生 活 における活 躍 の推 進 に関 する法 律 に基 づく認 定 」 、「 次 世 代 育 成

支 援 対 策 推 進 法 に基 づく認 定 」 及 び「 青 少 年 の雇 用 の促 進 等 に関 する法 律 に基 づく

認 定 」 について、各 認 定 の取 得 について、加 点 対 象 とする。 

 

・ 「 建 設 工 事 に従 事 する者 の就 業 履 歴 を蓄 積 するために必 要 な措 置 の実 施 状 況 （ W１

－ １ ０ ） 」 を新 設 （ 令 和 ５ 年 ８ 月 １ ４ 日 以 降 を審 査 基 準 日 とする申 請 で適 用 ）  

 建 設 キャリアアップシステム（ CCUS） の活 用 状 況 について、加 点 対 象 とする。 

 

・ W１ － １ ０ の新 設 に伴 う総 合 評 定 値 算 出 係 数 を改 正  

 令 和 ５ 年 ８ 月 １ ４ 日 以 降 を審 査 基 準 日 とする W１ － １ ０ が追 加 された申 請 から総 合 評

定 値 に係 る社 会 性 等 （ W） の係 数 を以 下 のとおり変 更 する。 

改 正 前  改 正 後  

１ ， ９ ０ ０ ／ ２ ０ ０  １ ， ７ ５ ０ ／ ２ ０ ０  

 

・ 建 設 機 械 の保 有 状 況 を改 正 （ W７ ）  

建 設 機 械 の加 点 対 象 機 械 について、以 下 のとおり拡 大 する。 

根拠法令 機種 検査方法 

道路運送車両法 
ダンプ（土砂の運搬が可能な全てのダンプ） 

「ダンプ」「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」 
自動車検査 

労働安全衛生法 

締固め用機械 

特定自主検査 解体用機械 

高所作業車(作業床の高さ２ｍ以上) 

 

・ 国 又 は国 際 標 準 化 機 構 が定 めた規 格 による認 証 又 は登 録 の有 無 （ W８ ） を改 正  

環 境 省 が定 める「 エコアクション 21」 の認 証 取 得 状 況 について、加 点 対 象 とする。 

 

◆確 認 書 類 の省 略 関 係  

・ 申 請 における次 の確 認 書 類 を省 略 する。 

・ 建 設 業 許 可 申 請 書  

・ 建 設 業 許 可 通 知 書  

・ 県 に提 出 した各 種 変 更 届 ※１  

・ 施 工 体 制 台 帳 ・ 施 工 体 系 図 ・ 下 請 契 約 書 ※２  

・ 労 災 保 険 加 入 確 認 書 類  

・ 技 術 職 員 の社 会 保 険 健 康 保 険 証 ※３  

・ 資 格 等 の証 明 書 類 ※４  

※１  決 算 終 了 後 の変 更 届 出 書 の提 示 は必 要 。 

※２  民 間 工 事 の下 請 けに係 る契 約 書 は必 要 。 



※３  新 しく技 術 者 名 簿 に記 載 した技 術 職 員 分 の提 示 は必 要 。 

※４  新 しく技 術 者 名 簿 に記 載 した技 術 職 員 、昨 年 度 の技 術 者 名 簿 に記 載 して 

いるが資 格 の区 分 を変 更 した技 術 職 員 、有 効 期 間 の定 めがある資 格 等 の提 示

は必 要 。 

 

◆提 出 書 類 の原 本 確 認 省 略 関 係  

・ 対 面 審 査 における次 の提 出 書 類 の原 本 提 示 を省 略 する。 

・ Ｉ Ｓ Ｏ ９ ０ ０ １ 登 録 証 明 書  

・ IＳ Ｏ １ ４ ０ ０ １ 登 録 証 明 書  

・ 労 働 基 準 監 督 署 の受 付 印 のある就 業 規 則  

・ 保 険 証 券 及 び約 款 、審 査 基 準 日 前 の直 近 の掛 金 振 込 みに係 る領 収 書 等 、厚 生

労 働 大 臣 の承 認 通 知 書 、確 定 拠 出 年 金 管 理 機 関 との契 約 書 、審 査 基 準 日 前 の

直 近 の掛 金 振 込 みに係 る領 収 書 等 （ 企 業 年 金 制 度 の加 入 を証 する書 類 ）  

・ 協 定 書 （ 防 災 協 定 締 結 を証 する書 類 ）  

 

◆建 設 業 許 可 ・ 経 営 事 項 審 査 電 子 申 請 システムによる電 子 申 請 （ JCIP） について 

 ・ 電 子 申 請 の詳 細 については、山 梨 県 ホームページにて別 途 お知 らせします。 

 

《 令 和 ４ 年 度 の主 な変 更 点 》  
◆技 術 力 （ Ｚ 点 ） 関 係  

・ 育 休 ・ 傷 病 休 等 を取 得 している技 術 職 員 に関 して、当 該 休 暇 を取 得 していること

が確 認 できる場 合 に、審 査 基 準 日 時 点 で常 勤 していなくとも加 点 対 象 とするように

取 り扱 いを変 更 。 

・ 電 気 通 信 工 事 業 に関 して、有 資 格 区 分 コード２ ３ ５ 「 工 事 担 任 者 」 ＋ 実 務 経 験 ３

年 （ 令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日 追 加 ） の方 を加 点 対 象 とする（ １ 点 ） 。 

・ 監 理 技 術 者 補 佐 （ 一 級 技 士 補 ） の確 認 書 類 についての記 載 を追 加 。 

 

《 令 和 ３ 年 度 の主 な変 更 点 》  
◆技 術 力 （ Ｚ 点 ） 関 係  

主 任 技 術 者 の資 格 ＋ 「 一 級 技 士 補 」 （ 令 和 ３ 年 ４ 月 新 設 ） の方 を加 点 対 象 とする

（ ４ 点 ） 。 

◆社 会 性 等 （ Ｗ 点 ） 関 係  

・ 法 定 外 労 働 災 害 補 償 制 度 に 加 入 している場 合 の加 点 のうち、すべての「 中 小 企

業 等 協 同 組 合 法 に基 づき共 済 事 業 を営 む者 との間 の契 約 」 についても加 点 対 象 とす

る。 

「 建 設 業 の経 理 の状 況 （ Ｗ 5） 」 の評 価 基 準 の見 直 し 

・ 監 査 の受 審 状 況 における経 理 処 理 の適 正 を確 認 した旨 の書 類 の提 出 について、

経 理 に関 して継 続 的 に知 識 の向 上 に努 めている者 が適 正 を確 認 できるものとする。 

・ 経 理 に関 して継 続 的 に知 識 の向 上 に努 めている者 が評 価 対 象 となる。 

「 知 識 及 び技 術 又 は技 能 の向 上 に関 する取 組 の状 況 （ Ｗ 10） 」 の審 査 項 目 を新 設  

雇 用 する技 術 者 ・ 技 能 者 の知 識 及 び技 術 又 は技 能 の向 上 に努 めている業 者 を加

点 【 技 術 者 の継 続 教 育 （ Ｃ Ｐ Ｄ ） の取 得 状 況 ・ 技 能 者 の能 力 評 価 制 度 の水 準 】  

◆解 体 工 事 業 の技 術 者 に関 する経 過 措 置 コード（ アルファベットコード） の廃 止  

 



１．経過措置期間中は解体工事業の技術者とみなされる資格表

コード 資格 コード 備考・要件
1A 1級建設機械施工技士 ※1 ー 解体工事業の技術者にはなれない 
1B 2級建設機械施工技士（第１種〜第６種） ※1 ー 解体工事業の技術者にはなれない 

1C 1級土木施工管理技士【H27年度までの合格者】 13
「合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験」又は
「登録解体工事講習の受講」が必要 ※2

1D 2級土木施工管理技士（土木）【H27年度までの合格者】 14
「合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験」又は
「登録解体工事講習の受講」が必要 ※2

1E 2級土木施工管理技士（薬液注入）※1 ー 解体工事業の技術者にはなれない 

2A 1級建築施工管理技士【H27年度までの合格者】 20
「合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験」又は
「登録解体工事講習の受講」が必要 ※2

2B 2級建築施工管理技士（躯体）【H27年度までの合格者】 22
「合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験」又は
「登録解体工事講習の受講」が必要 ※2

4A 建設・総合技術監理（建設） 41
「合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験」又は
「登録解体工事講習の受講」が必要 ※2

4B
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設
「鋼構造及びコンクリート」）

42
「合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験」又は
「登録解体工事講習の受講」が必要 ※2

4C 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）※1 ー 解体工事業の技術者にはなれない
4D 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）※1 ー 解体工事業の技術者にはなれない
5A 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」）※1 ー 解体工事業の技術者にはなれない

5B
とび・とび工（2級）【合格後、とび工事に関し3年（H15
年度以前の合格者は1年）以上の実務経験が必要】

57
合格後、解体工事に関し3年（H15年度以前の合格者は1年）以上
の実務経験が必要 ※2

6B
型枠施工 【2級の場合、合格後3年（H15年度以前の合格
者は1年）以上の実務経験が必要】※1

ー 解体工事業の技術者にはなれない

6C
ウェルポイント施工 【2級の場合、合格後3年（H15年度
以前の合格者は1年）以上の実務経験が必要】※1

ー 解体工事業の技術者にはなれない

7A
コンクリート圧送施工 【2級の場合、合格後3年（H15年
度以前の合格者は1年）以上の実務経験が必要】※1

ー 解体工事業の技術者にはなれない

⺠間 6A
登録地すべり防止工事試験の合格者 【合格後、1年以上の
実務経験が必要】※1

ー 解体工事業の技術者にはなれない

技
術
検
定

経過措置期間中（〜令和３年6⽉３0⽇） 経過措置期間終了後（令和３年7⽉１⽇〜）

技
術
士
試
験

技
能
検
定

 
※上 記 のとおり、令 和 ３ 年 ７ 月 以 降 解 体 工 事 業 の技 術 者 になれない資 格 があります。また、要 件

を満 た す 資 格 で も 、 平 成 ２ ７ 年 度 以 前 の合 格 者 につ い ては、 講 習 受 講 や 実 務 経 験 の 確 認 を行

いますのでご注 意 ください。 

 

２．経過措置に関わらず解体工事業の技術者要件を満たす資格
コード 資格
13 1級土木施工管理技士 【H28年度以降の合格者】
14 2級土木施工管理技士（土木）【H28年度以降の合格者】
20 1級建築施工管理技士 【H28年度以降の合格者】

21
2級建築施工管理技士（建築）【H27年度までの合格者は、
「合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験」又は
「登録解体工事講習の受講」が必要】

22 2級建築施工管理技士（躯体）【H28年度以降の合格者】
技能検定 57 とび・とび工（1級）
⺠間 60 解体工事施工技士

技
術
検
定

 
 

 

令
和
３
年
７
月
か
ら
記
載
で
き
ま
せ
ん 



◎ 押印不要の書類（申請者の押印関係）

・ 経営規模等評価申請書

総合評定値請求書〔20001帳票〕

・ 001,002及び099資格の技術職員一覧表

・ 建設機械の保有状況一覧表

・ 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

◎ 押印必要の書類

・ 経理処理の適正を確認した旨の書類　【公認会計士等の個人印】

※ 上記以外の書類のうち、関係機関が作成する証明書等

（その他審査項目（社会性等）関係書類）は従前どおりそのまま提出してください。

●押印廃止（令和３年１月１日から）に伴う留意点

 
 

《 令 和 ２ 年 度 の主 な変 更 点 》  

◆技 術 職 員 名 簿 に係 る提 出 ・ 提 示 書 類 の変 更 について 

 令 和 ２ 年 ４ 月 以 降 の審 査 分 から、提 出 ・ 提 示 書 類 が以 下 のとおり変 更 となります。

ご注 意 ください。 

 

 変 更 前  変 更 後  

技 術 職 員  あらかじめ県 に届 け出 ら

れ た 「 国 家 資 格 者 等 ・

監 理 技 術 者 一 覧 表 」

「 実 務 経 験 に よ る 主 任

技 術 者 の届 出 書 」 等 の

情 報 に基 づき審 査  

【 経 営 事 項 審 査 時 】  

①（ 国 家 資 格 等 ） 合 格 証 等 の写 しを提 示  

②（ 所 定 学 科 卒 業 ） 卒 業 証 明 書 等 の写 しを提 示  

③（ 実 務 経 験 ） 「 001 ,002 及 び 099 資 格 の技 術 職

員 名 簿 一 覧 表 」 （ 様 式 ） を２部作 成 し提 出  

建 設 技 能 者  

 

※対 象 業 種 は

次 表 のとおり 

加 点 対 象 外  登 録 基 幹 技 能 者 と同 等 （ レベル４ ） と評 価 される建

設 技 能 者 には３ 点 、技 能 士 １ 級 と同 等 （ レベル３ ）

と評 価 される建 設 技 能 者 には２ 点 の加 点  

【 経 営 事 項 審 査 時 】  

能 力 判 定 （ レベル判 定 ） 結 果 通 知 書 を提 示  

 

※ 能 力 評 価 基 準 と建 設 業 種 の対 応 関 係 については、下 表 のとおりです。  

能力評価基準  建設業種  

電気工事技能者能力評価基準 電気、電気通信 

橋梁技能者能力評価基準 とび・土工、鋼構造物 

造園技能者能力評価基準 造園 

コンクリート圧送技能者能力評価基準 とび・土工 

防水施工技能者能力評価基準 防水 

トンネル技能者能力評価基準 とび・土工、土木 

建設塗装技能者能力評価基準 塗装 

左官技能者能力評価基準 左官 

機械土工技能者能力評価基準 とび・土工、土木 

海上起重技能者能力評価基準 しゅんせつ、土木 

ＰＣ技能者能力評価基準 とび・土工、鉄筋、土木 



鉄筋技能者能力評価基準 鉄筋 

圧接技能者能力評価基準 鉄筋 

型枠技能者能力評価基準 大工 

配管技能者能力評価基準 管 

とび技能者能力評価基準 とび・土工 

切断穿孔技能者能力評価基準 とび・土工 

内装仕上技能者能力評価基準 内装仕上 

サッシ・カーテンウォール技能者能力評価基準 建具 

エクステリア技能者能力評価基準 とび・土工、石、タイル・れんが・ブロック 

建築板金技能者能力評価基準 屋根、板金 

外壁仕上技能者能力評価基準 左官、塗装、防水 

ダクト技能者能力評価基準 管 

保温保冷技能者能力評価基準 熱絶縁 

グラウト技能者能力評価基準 とび・土工 

冷凍空調技能者能力評価基準 管 

運動施設技能者能力評価基準 とび・土工、造園、舗装、土木 

基礎ぐい工事技能者能力評価基準 とび・土工 

タイル張り技能者能力評価基準 タイル・レンガ・ブロック 

道路標識・路面標示技能者能力評価基準 とび・土工、塗装 

消防施設技能者能力評価基準 消防施設 

建築大工技能者能力評価基準 大工 

硝子工事技能者能力評価基準 ガラス 

ＡＬＣ技能者能力評価基準 タイル・れんが・ブロック 

土工技能者能力評価基準 とび・土工、土木 

ウレタン断熱技能者評価基準 ※ 熱絶縁 

発破・破砕技能者能力評価基準 ※ とび・土工 

建築測量技能者能力評価基準 ※ 大工 

圧入技能者能力評価基準 ※ とび・土工 

さく井技能者能力評価基準 ※ さく井 

解体技能者能力評価基準 ※ 解体 

計装工事技能者能力評価基準 ※ 電気、管、機械器具設置、電気通信 

土質改良技能者能力評価基準 ※ とび・土工、土木 

潜函技能者能力評価基準 ※ とび・土工 

住宅建築関連技能者能力評価基準 ※ 大工、建築 

石材施工技能者能力評価基準 ※ 石 

斜面防災技能者能力評価基準 ※ とび・土工、さく井 

道路等法面保護工事技能者能力評価基準 ※ とび・土工 

都市トンネル技能者能力評価基準 ※ 土木、とび・土工 

※印 ： 令 和 8 年 7 月 1 日 追 加  



月 日 曜日 備考 月 日 曜日 備考

４月 １６ 木 １１月 １２ 木

１７ 金 １３ 金

１６ 月

５月 １５ 金 １７ 火

１８ 月 １８ 水

１９ 火 １９ 木

２０ 水 ２０ 金

２１ 木

２２ 金 １２月 １５ 火

１６ 水

６月 １９ 金 １７ 木

１８ 金

７月 １６ 木

１７ 金 １月 １９ 火

２０ 水

８月 １７ 月 ２１ 木

１８ 火 ２２ 金

１９ 水

２０ 木 ２月 １６ 火

２１ 金 １７ 水

２４ 月 １８ 木

１９ 金

９月 １４ 月

１５ 火 ３月 ４ 木

１６ 水 ５ 金

１７ 木

１８ 金

　※　日程は、都合により変更する場合があります。

１０月 １５ 木 　※　令和８年度より、審査会場に変更がありました。

１６ 金 　　　旧　　　恩賜林記念館　２階特別会議室

１９ 月 ↓

２０ 火 　　　新　　　恩賜林記念館　１階東会議室

２１ 水

２２ 木

２３ 金

 計：７日間

令和８年度　経営事項審査日程表

 計：２日間

 計：１日

 計：４日間

 計：７日間

 計：４日間

計：６日間

 計：２日間

 計：６日間

 計：５日間

 計：４日間

 計：２日間
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 法令の略語は、次の例によります。 
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令＝建設業法施行令 

規則＝建設業法施行規則 
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Ⅰ．経営事項審査制度について  
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１ ． 経 営 事 項 審 査 と入 札 参 加 資 格 審 査  
 

（１）経営事項審査 

経 営 事 項 審 査 （ 経 審 ） と は 、 国 、 都 道 府 県 、 市 区 町 村 等 が 発 注 す る 公 共 工 事 を 直 接 請 け 負

お う と す る 建 設 業 者 が 必 ず 受 け な け れ ば な ら な い 審 査 を い い ま す （ 法 第 ２ ７ 条 の ２ ３ 第 １ 項 ） 。  

 

（２）入札参加資格審査 

公 共 工 事 は 一 般 に 競 争 入 札 の 方 法 が 採 用 さ れ て い ま す が 、 こ の 入 札 に は 誰 も が 参 加 で き

る わ け で は な く 、 建 設 業 許 可 を 取 得 し て い る と い う 前 提 の も と に 、 当 該 工 事 の 入 札 に 参 加 す る

に 相 応 し い 企 業 実 態 や 施 工 能 力 を 有 し て い る か に つ い て 、 事 前 に 資 格 審 査 を 受 け な け れ ば

な り ま せ ん 。  

そ の 資 格 審 査 は 大 き く 分 け る と 客 観 的 事 項 と 主 観 的 事 項 の ２ つ か ら 構 成 さ れ て い ま す 。  

 

分  類  目  的  審 査 内 容  

客 観 的 
事 項  

公 共 工 事 の 発 注 機 関 に お い て 共 通 の 審 査 項 目 と し

て 使 用 （ 経 営 事 項 審 査 の 総 合 評 定 値 ）  

建 設 業 者 の 施 工 能 力 や 経 営 内 容 の

状 況 を 客 観 的 な 指 標 に よ り 評 価  

主 観 的 
事 項  

各 発 注 機 関 が そ れ ぞ れ 判 断 基 準 を 定 め 、 各 機 関 の

個 別 の 審 査 項 目 と し て 使 用  

具 体 的 な 工 事 の 性 格 、 地 域 の 実 情

等 に よ り 評 価  

 
 
 

図 ） 建 設 業 者 と 経 営 事 項 審 査 ・ 入 札 参 加 資 格 の 関 係  

 

 

  

建 設 業 を 営 む 者  

建 設 業 許 可  
を 受 け た 者  

建 設 業 許 可 を  
受 け な い 者  

公 共 工 事 入 札  
参 加 希 望 あ り  

公 共 工 事 入 札  
参 加 希 望 な し  

◎ 客 観 的 事 項 審 査  
総 合 評 定 値 （ Ｐ ） を 使 用  

○ 主 観 的 事 項 審 査  

各 発 注 機 関 で 定 め る 審 査 項

経 営 事 項 審 査 申 請  

（ 建 設 業 許 可 行 政 庁 で 実

入 札 参 加 資 格 申 請  

（ 各 発 注 機 関 で 実 施 ）  

総 合 評 定 値
評 価 に 応 じ た ラ ン ク 付 け

＋ 

経 営 事 項 審 査  

・ 経 営 規 模 （ X1,X2）  

・ 技 術 力 （ Z）  

・ そ の 他 の 審 査 項 目

（ W）  

・ 経 営 状 況 （ Y）  
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２ ． 経 営 事 項 審 査 の 審 査 項 目  
 

 経 営 事 項 審 査 の 審 査 項 目 は 法 令 に よ り 次 の と お り 定 め ら れ て い ま す 。  

区   分  審  査  項  目  
評 価 比 重  

（ ％ ）  
受 付 窓 口  

１  経営規模等の客観的事項  （Ｘ・Ｚ・Ｗ）  

 

（ １ ） 経 営 規 模  

(X1) ・ 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高  25 

山 梨 県 県 土 整 備 部  

県 土 整 備 総 務 課  

建 設 業 対 策 室  

(X2) 
・ 自 己 資 本 額  

・ 利 益 額  
15 

（ ２ ） 技 術 力  (Ｚ ) 
・ 技 術 職 員 数 （ 業 種 別 ）  

・ 工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高  
25 

（ ３ ） そ の 他 の  

審 査 項 目  

 

(Ｗ ) 

・ 建 設 工 事 の 担 い 手 の 育 成

及 び 確 保 に 関 す る 取 組 の 状

況  

・ 建 設 業 の 営 業 継 続 の 状 況  

・ 防 災 活 動 へ の 貢 献 の 状 況  

・ 法 令 遵 守 の 状 況  

・ 建 設 業 の 経 理 の 状 況  

・ 研 究 開 発 の 状 況  

・ 建 設 機 械 の 保 有 状 況  

・ 国 又 は 国 際 標 準 化 機 構 が

定 め た 規 格 に よ る 認 証 又

は 登 録 の 状 況  

15 

２  経営状況  （Ｙ） 

 ・ 純 支 払 利 息 比 率  

・ 負 債 回 転 期 間  

・ 売 上 高 経 常 利 益 率  

・ 総 資 本 売 上 総 利 益 率  

・ 自 己 資 本 対 固 定 資 産 比 率  

・ 自 己 資 本 比 率  

・ 営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー  

・ 利 益 剰 余 金  

20 

各登録経営状況  

分 析 機 関 

 

（ 「 Ⅱ ． 申 請 の 期 日 及 び

方 法 等 ６ ． 問 い 合 わ せ

先 」 一 覧 参 照 ）  
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３．総合評定値（Ｐ）の請求 
 

総 合 評 定 値 （ Ｐ ） と は 、 経 営 状 況 分 析 の 結 果 に 係 る 数 値 及 び 経 営 規 模 等 評 価 の 結 果 に 係 る

数 値 を 用 い て 国 土 交 通 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 出 し た 客 観 的 事 項 の 全 体 に つ い て の 総 合

的 な 評 定 の 結 果 に 係 る 数 値 を い い ま す （ 法 第 ２ ７ 条 の ２ ９ 第 １ 項 、 規 則 第 ２ １ 条 の ３ ） 。  

総 合 評 定 値 （ Ｐ ） を 必 要 と す る 場 合 は 、 経 営 規 模 等 評 価 及 び 経 営 状 況 分 析 の 申 請 と は 別 に 、

山 梨 県 知 事 （ 又 は 国 土 交 通 大 臣 ） あ て に 総 合 評 定 値 の 請 求 を し な け れ ば な り ま せ ん 。  

 

４．経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求に必要な条
件 
 

審査日現在、審査を受けようとする建設業について許可を取得していること 

 

（ １ ）  審 査 基 準 日 （ 原 則 と し て 、 申 請 を す る 日 の 直 前 の 事 業 年 度 の 終 了 の 日 。 以 下 同 じ 。 ） に

お い て 許 可 が あ っ た も の の 、 許 可 業 種 の 一 部 廃 業 に よ り 経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 提 出 日

（ 以 下 「 審 査 日 」 と い う 。 ） に お い て 許 可 を 喪 失 し て い る 業 種 に つ い て は 申 請 で き ま せ ん 。  

（ ２ ）  上 記 （ １ ） と は 逆 に 、 審 査 基 準 日 に お い て 許 可 は な か っ た も の の 、 新 規 許 可 や 業 種 追 加

に よ り 審 査 日 に お い て 許 可 を 取 得 し て い る 業 種 に つ い て は 申 請 で き ま す 。  

    新 た に 建 設 業 の 許 可 を 受 け 、 当 該 許 可 後 の 営 業 年 度 終 了 の 日 よ り 前 の 日 に 受 審 を す

る 場 合 は 、 許 可 後 に 建 設 業 許 可 通 知 書 及 び 許 可 申 請 書 副 本 を 持 参 し 、 受 審 日 時 の 予 約

を 行 っ て く だ さ い 。  

（ ３ ）  工 事 の 請 負 実 績 （ 完 成 工 事 高 ） の な い 業 種 で あ っ て も 、 審 査 日 に 許 可 が あ る 限 り 申 請 で

き ま す 。  

（ ４ ）  原 則 と し て 、 同 一 の 審 査 基 準 日 に つ い て 複 数 回 申 請 す る こ と は で き ず 、 審 査 日 直 近 以

外 の 決 算 日 を 審 査 基 準 日 と し て 申 請 す る こ と も で き ま せ ん 。  

 

 

５．経営事項審査の有効期限と入札参加資格の関係 
 

（１）経営事項審査の有効期限 

経 営 規 模 等 評 価 結 果 通 知 書 及 び 経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書 （ 以 下 「 結 果 通 知 書 」 と い う 。 ） は

審 査 基 準 日 で あ る 決 算 日 か ら １ 年 ７ カ 月 を 経 過 し た 時 点 で そ の 効 力 を 失 い ま す 。  

そ の た め 、 毎 年 公 共 工 事 を 発 注 機 関 か ら 直 接 請 け 負 お う と す る 建 設 業 者 は 、 新 た な 決 算 日

を 迎 え る 度 、 そ の 決 算 日 を 審 査 基 準 日 と す る 経 営 事 項 審 査 を 受 け 続 け て い く 必 要 が あ り ま す

（ 通 常 は 決 算 日 の 属 す る 月 の 翌 月 か ら 起 算 し て ５ か 月 後 に 受 け る こ と に な り ま す 。 ） 。  
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通 常 の 審 査 日 ：  決 算 日 （ ＝ 審 査 基 準 日 ） と 経 審 受 審 日 等 の 関 係  

決 算 日  

（ 例 ）  

決 算 変 更 届  

提 出 期 限  
経 審 受 審 月  

経 審 結 果 通 知 書  

到   達  

決 算 日 か ら  

4 ヶ 月 以 内  

決 算 日 か ら 5 ヶ 月 後 の  

月 中 の 指 定 日  

決 算 日 か ら 7 ヶ 月 後 の  

月 の 中 旬  

2025/11/30 2026/ 3/31 2026/ 4 2026/ 6 中 旬  

2025/12/31 2026/ 4/30 2026/ 5 2026/ 7 中 旬  

2026/ 1/31 2026/ 5/31 2026/ 6 2026/ 8 中 旬  

2026/ 2/28 2026/ 6/30 2026/ 7 2026/ 9 中 旬  

2026/ 3/31 2026/ 7/31 2025/ 8 2026/10 中 旬  

2026/ 4/30 2026/ 8/31 2026/ 9 2025/11 中 旬  

2026/ 5/31 2026/ 9/30 2026/10 2026/12 中 旬  

2026/ 6/30 2026/10/31 2026/11 2027/ 1 中 旬  

2026/ 7/31 2026/11/30 2026/12 2027/ 2 中 旬  

2026/ 8/31 2026/12/31 2027/ 1 2027/ 3 中 旬  

2026/ 9/30 2027/ 1/31 2027/ 2 2027/ 4 中 旬  

2026/10/31 2027/ 2/28 2027/ 3 2027/ 5 中 旬  

※ 結 果 通 知 書 の 有 効 期 限 ： 決 算 日 か ら １ 年 ７ ヶ 月  

 

（ ２ ） 入札参加資格との関係 

国 又 は 公 共 団 体 等 か ら 入 札 参 加 資 格 を 得 て い る 場 合 で あ っ て も 、 「 ５ ． （ １ ） 経 営 事 項 審 査 の

有 効 期 限 」 に あ る と お り 、 直 近 の 決 算 日 を 審 査 基 準 日 と す る 結 果 通 知 書 を 取 得 し な け れ ば 、 国

又 は 公 共 団 体 等 の 発 注 機 関 か ら 直 接 工 事 を 請 け 負 う こ と が で き な く な り ま す 。  

 

（ 例 ） ４ 月 末 決 算 業 者 が 審 査 基 準 日 を ２ ０ ２ ４ 年 ４ 月 末 と す る 経 営 事 項 審 査 を 受 審 し 、 ２ ０ ２ ５ -２ ６ 年 度 県 入

札 参 加 資 格 を 得 た が 、 次 回 の 経 営 事 項 審 査 を 半 年 遅 れ （ ２ ０ ２ ５ 年 ９ 月 に 受 審 す べ き と こ ろ を ２ ０ ２ ６ 年 ３

月 ） で 受 審 し 、 そ の 結 果 通 知 書 が ２ ０ ２ ６ 年 ５ 月 １ ５ 日 に 届 い た 場 合  

 

 
 
 

    
            ２年間（2025年度・2026年度：2025年4月1日～2027年3月31日） 

         

       2025年4月1日             2025年11月31日       2026年5月15日 

      
 

          結果通知書到達 
 
       ↓ 
 

 
２０２４年４月末基準日の 
        結果通知書有効期間 

２０２５年４月末基準日の 
        結果通知書有効期間 

 入 札 参 加 資 格 を 得

て い て も 県 工 事 の

契 約 が で き な い 期

間（ 2025年 12月 1日～

2026年5月14日まで） 

 

※新たな結果通知書について、県土整備部県土整備総務課契約担当へ個別に連絡する必要があります。 

 

 

県  入札参加資格有効期間  
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Ⅱ．申請方法について  
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１．経営事項審査の申請先 
 

（１）経営規模等評価（ＸＺＷ） 

山 梨 県 知 事 許 可 業 者 は 山 梨 県 知 事 へ 申 請 書 類 を 提 出 し ま す 。 な お 、 併 せ て 総 合 評 定 値

の 請 求 を 行 う 場 合 は 、 あ ら か じ め 経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書 を 入 手 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

（２）経営状況分析（Ｙ）  

国 土 交 通 大 臣 の 登 録 を 受 け た 経 営 状 況 分 析 機 関 （ 登 録 機 関 ） へ 申 請 し ま す 。 （ 「 ６ ． 問 い

合 わ せ 先 」 の 一 覧 参 照 ）  

 

 

２．申請の日時及び場所 
 

申 請 の 日 時 及 び 場 所 は 、 決 算 終 了 後 の 変 更 届 出 書 の 提 出 時 に 交 付 さ れ る 「 経 営 事 項 審 査

受 付 票 」 （ 以 下 「 受 付 票 」 ） に 記 載 の と お り で す 。  

 

 

３．経営規模等評価申請及び総合評定値請求の流れ 
 

次 の ① ～ ⑤ の 順 と な り ま す 。  

①  
決 算 日 の 翌 日 か ら ４ カ 月 以 内 （ 期 限 を 厳 守 ） に 決 算 終 了 後 の 変 更 届 出 書 を 建 設 業

対 策 室 に 提 出 。  

 ↓  

②  上 記 ① と 同 時 に 経 営 事 項 審 査 の 予 約 申 込 を 行 い 、 「 受 付 票 」 の 交 付 を 受 け る 。  

 ↓  

③  

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 及 び 総 合 評 定 値 請 求 書 の 作 成 。  

（ 「 Ⅳ ． 記 載 例 及 び 記 載 要 領 」 を 参 照 ）  

（ 別 途 、 経 営 状 況 分 析 機 関 よ り 、 経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書 を 入 手 し て く だ さ い 。 ）  

 ↓  

④  
経 営 規 模 等 評 価 の 申 請 及 び 総 合 評 定 値 の 請 求 に 対 す る 審 査 の 実 施 。  

（ 通 常 は 決 算 月 の ５ カ 月 後 の 指 定 日 に 実 施 し ま す 。 ）  

 ↓  

⑤  
経 営 規 模 等 評 価 結 果 通 知 書 及 び 総 合 評 定 値 通 知 書 の 送 付  

（ 申 請 月 の 翌 々 月 中 旬 に 簡 易 書 留 に よ り 発 送 ） （ 注 ）  

 
 

（ 注 ）  経 営 規 模 等 評 価 結 果 通 知 書 及 び 総 合 評 定 値 通 知 書 の 再 発 行 は で き ま せ ん 。 公 共 機 関 等 へ の 入 札

参 加 申 請 や 工 事 請 負 契 約 の 締 結 を す る 際 の 提 出 書 類 と な る の で 、 大 切 に 保 管 し て く だ さ い 。 ま た 、 郵 便

局 で の 保 管 期 間 経 過 に よ り 結 果 通 知 書 が 返 送 さ れ た 場 合 で あ っ て も 、 再 送 付 す る こ と は で き ま せ ん （ 結

果 通 知 書 を 建 設 業 対 策 室 ま で 受 け 取 り に 来 て い た だ く こ と に な り ま す ） 。  
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４．受審に当たっての留意点 
 

○  審 査 日 当 日 は 時 間 厳 守 で お 願 い し ま す （ 日 時 及 び 場 所 は 受 付 票 の と お り で す ） 。  

○  申 請 方 法 は 、 対 面 に よ る 申 請 、 郵 送 に よ る 申 請 又 は 建 設 業 許 可 ・ 経 営 事 項 審 査 電

子 申 請 シ ス テ ム （ JCIP） に よ る 電 子 申 請 の い ず れ か に な り ま す 。 郵 送 申 請 の 場 合 、 原

本 提 示 が 必 要 な 書 類 に つ い て は 、 写 し を 送 付 し て く だ さ い 。  

〇  審 査 会 場 に は 、 申 請 内 容 を 理 解 し 、 審 査 担 当 者 か ら の 質 問 に 責 任 を 持 っ て 応 答

で き 、 申 請 内 容 を 補 正 で き る 権 限 を お 持 ち の 方 （ 注 ） が お 越 し く だ さ い 。  

○  総 合 評 定 値 の 請 求 に は 、 経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書 （ 原 本 ） の 提 出 が 必 要 と な り ま

す の で 、 審 査 日 に 間 に 合 う よ う に 余 裕 を も っ て ご 用 意 く だ さ い 。  

○  不 備 の あ る 申 請 書 は 受 理 で き ま せ ん 。 一度受理された書類の内容を変更するこ

と も で き ま せ ん 。 書 類 の 不 備 不 足 が な い か 十 分 に 確 認 の 上 、 審 査 に 臨 ん で く だ さ

い 。  

  ま た 、 不 備 が あ り 返 却 し た 申 請 書 は 、 審 査 担 当 者 の 指 定 す る 期 日 ま で に 提 出 の な

い 場 合 は 受 理 で き ま せ ん 。 この場合、 翌 月 以 降 に 再度 予 約 を 取 り 、 審 査 を 受 け な お

し て く だ さ い 。  

○  委 託 業 務 （ 除 雪 、 樹 木 の 維 持 管 理 （ 剪 定 ） 、 除 草 、 道 路 等 の 保 守 点 検 業 務 委 託 、

調 査 目 的 の ボ ー リ ン グ 、 埋 蔵 物 発 掘 調 査 、 清 掃 、 雪 囲 い 等 ） は 、 兼 業 事 業 売 上 高 と

な り ま す （ 完 成 工 事 高 に 計 上 し た 場 合 、 決 算 終 了 後 の 変 更 届 出 書 の 修 正 提 出 や 経 営 状

況 分 析 の や り 直 し が 必 要 と な り ま す 。 ） 。  

○  会 計 処 理 方 法 は 、 す べ て 「 消 費 税 等 の 税 抜 処 理 方 式 」 で 行 い ま す 。 審 査 に よ り 「 税 込 処

理 方 式 」 で あ る と 判 明 し た 場 合 は 、 決 算 終 了 後 の 変 更 届 出 書 の 修 正 提 出 や 経 営 状 況 分 析

の や り 直 し が 必 要 と な り ま す 。 な お 、 消 費 税 等 免 税 業 者 に つ い て は 税 込 で も か ま い ま せ

ん 。 

○  契 約 書 等 が 未 整 備 の 場 合 、 そ の 工 事 は 完 成 工 事 高 に 含 め る こ と は で き ま せ ん 。  

○  申 請 書 類 提 出 後 に 、 「 経 営 事 項 審 査 に お け る 完 成 工 事 高 と 技 術 職 員 数 値 の 相 関

分 析 」 に よ り 疑 義 業 者 と し て 調 査 対 象 と な っ た 者 に は 、 追 加 の 資 料 提 出 と 説 明 を 求 め

ま す 。 追 加 の 資 料 及 び 説 明 が 合 理 的 な も の で な い 場 合 、 当 該 完 成 工 事 高 を 差 し 引 く

等 の 措 置 を と る 場 合 が あ り ま す 。  

○  な お 、 申 請 書 類 受 理 後 も 審 査 は 継 続 し て い ま す 。 受 理 後 に 内 容 確 認 等 が 必 要 な

場 合 に は 、 追 加 の 書 類 等 を 提 出 し て い た だ く こ と が あ り ま す 。 そ れ に 伴 い 、 申

請内容を修正していただくことがあります。  

 
 

（ 注 ） 審 査 担 当 者 か ら の 問 い に 責 任 を 持 っ て 応 答 で き 、 申 請 内 容 を 補 正 で き る 権 限 を お 持 ち の 方  

審 査 に は 、 法 人 の 場 合 は 役 員 ( 監 査 役 を 除 く 。 ) 、 個 人 の 場 合 は 事 業 主 本 人 又 は 事 業 専 従 者

が お 越 し い た だ く か 委 任 状 （ 「 Ⅳ .記 載 例 及 び 記 載 要 領  １ ０ ． 委 任 状 」 参 照 ） を お 持 ち の 行 政 書

士 の 出 席 を お 願 い し ま す 。  

ま た 、 本 人 で あ る か の 確 認 を 行 い ま す の で 、 運 転 免 許 証 等 の 身 分 証 明 書 を 持 参 し て く だ さ

い 。  
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５．経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求に必要な書
類 
 

（１）書類の種類及び説明 

経 営 規 模 等 評 価 の 申 請 及 び 総 合 評 定 値 の 請 求 に あ た っ て は 、 内 容 の 事 実 確 認 の た め 、 審

査 時 に 提 出 若 し く は 提 示 を 要 す る 書 類 が あ り ま す 。 当 該 書 類 は 、 以 下 の ① か ら ⑤ ま で の と お り

で す 。  

な お 、 書 類 の 順 番 等 に つ い て は 、 後 の 「 （ ２ ） 書 類 の ま と め 方 」 を 参 照 し て く だ さ い 。  

 

①   申請書類（全て提出） （P.１２～P.１３参照） 
No 書  類  摘 要  

① -1 経 営 事 項 審 査 受 付 票  決 算 変 更 届 提 出 時 に 交 付 さ れ た も の  

① -2 
経 営 規 模 等 評 価 申 請 書  

総 合 評 定 値 請 求 書 〔 20001 帳 票 〕  
正 ・ 副 ２ 部 提 出 （ ① -9 参 照 ）  

① -3 
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高  

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高 〔 20002 帳 票 〕  
正 ・ 副 ２ 部 提 出 （ ① -9 参 照 ）  

① -4 技 術 職 員 名 簿 〔 20005 帳 票 〕  正 ・ 副 ２ 部 提 出 （ ① -9 参 照 ）  

① -5 001,002 及 び 099 資 格 の 技 術 職 員 名 簿 一 覧 表  正 ・ 副 ２ 部 提 出 （ ① -9 参 照 ）  

① -6 そ の 他 の 審 査 項 目 （ 社 会 性 等 ） 〔 20004 帳 票 〕  正 ・ 副 ２ 部 提 出 （ ① -9 参 照 ）  

① -7 審 査 手 数 料 納 付 済 証 貼 付 書  
手 数 料 の 額 に 過 不 足 が あ る と 受 け 付 け ら れ ま せ

ん 。  

① -8 経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書  
事 前 に 経 営 状 況 分 析 機 関 （ 「 ６ ． 問 い 合 わ せ 先 」 参

照 ） か ら 取 得 し て く だ さ い 。  

① -9 申 請 書 類 （ 上 記 ① -2 か ら ① -5 の 書 類 ） の 副 本   

① -10 消 費 税 納 税 証 明 書 （ そ の １ ）   

① -11 

外 国 子 会 社 並 び に 建 設 業 者 及 び 外 国 子 会 社

に つ い て の 数 値 の 認 定 書 （ 該 当 す る 場 合 の

み ）  

事 前 に 国 土 交 通 大 臣 に 申 請 を 行 い 、 認 定 書 の 交

付 を 受 け て く だ さ い 。  

① -12 
「 資 本 性 借 入 金 」 該 当 証 明 書 （ 該 当 す る 場 合

の み ）  
事 前 に 公 認 会 計 士 等 か ら 証 明 を 受 け た も の  

 

② 確認書類（全て原本提示） （P.１４参照） 
No 書  類  摘 要  

② -1 前 回 経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 の 副 本  再 審 査 の 副 本 を 含 む 。  

② -2 
所 得 税 の 確 定 申 告 書 の 控 え 及 び 消 費

税 確 定 申 告 書 の 控 え  

税 務 署 の 受 付 印 又 は 電 子 申 告 受 付 済 で あ る こ と が わ か る

帳 票 の あ る も の 。  

 

③ 完成工事高関係書類（全て提示） （P.１４参照） 
No 書  類  摘 要  

③ -1 
審 査 対 象 営 業 年 度 分 の 決 算 終 了 後 の 変

更 届 出 書 の 副 本  
 

③ -2 
審 査 対 象 事 業 年 度 の 前 （ 前 々 ） 審 査 対 象

営 業 年 度 の 決 算 終 了 後 の 変 更 届 出 書  

前 年 度 経 営 事 項 審 査 を 受 審 し な か っ た 場 合 、 又 は 工 事

経 歴 書 に 工 事 進 行 基 準 の 適 用 が あ る 場 合 に 必 要 。  

③ -3 

工 事 請 負 契 約 書  

下 請 基 本 契 約 書  

注 文 書 及 び 請 書 （ 写 ）  

コ リ ン ズ 登 録 内 容 確 認 書 (竣 工 時 ) 

工 事 請 負 契 約 書 、 下 請 基 本 契 約 書 、 注 文 書 は 原 本 、 注

文 請 書 は 写 し 。  

※ 郵 送 申 請 の 場 合 は 、 全 て 写 し を 提 示  
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④ 技術者等関係書類 （P.１４～P.１６参照） 

No 書  類  
添 付  

/提 示  
摘 要  

④ -1 技 術 職 員 の 勤 務 確 認 書 類 （ 写 ）  提 示  
前 回 の 申 請 に お い て 技 術 職 員 名 簿 に 記 載 し

た 技 術 職 員 に つ い て は 提 示 不 要 。  

④ -2 所 得 税 の 確 定 申 告 書 （ 控 え ）  提 示   

④ -3 
健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者  

標 準 報 酬 決 定 通 知 書  
提 示  

当 該 決 定 通 知 書 に 20 人 以 上 の 記 載 が あ る 場

合 は 、 申 請 に 係 る 技 術 職 員 の 箇 所 が 分 か る よ

う に 、 印 や 番 号 を 付 す る な ど し て く だ さ い 。  

④ -4 
健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者  

資 格 取 得 確 認 通 知 書  
提 示  

前 回 申 請 時 の 審 査 基 準 日 か ら 今 回 の 申 請 日

ま で の 間 に 年 金 事 務 所 に 届 け 出 た も の 。  
④ -5 

健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者  

資 格 喪 失 確 認 通 知 書  
提 示  

④ -6 所 得 税 源 泉 徴 収 簿 又 は 賃 金 台 帳  提 示  

・ 各 月 の 職 員 毎 の 支 給 額 明 細 が 記 載 さ れ て い

る も の 。  

・ 申 請 に 係 る 技 術 職 員 の 箇 所 が 分 か る よ う に 、

印 や 番 号 を 付 し た り 、 申 請 対 象 で な い 職 員 の

も の を 除 い た り し て く だ さ い 。  

・ 審 査 基 準 日 か ら 遡 っ て １ ２ ヶ 月 分 の 状 況 を 確

認 で き る も の で あ る こ と 。  

④ -7 
監 理 技 術 者 資 格 者 証 （ 写 ）  

監 理 技 術 者 講 習 修 了 証 （ 写 ）  
提 示  

審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 で 有 効 な も の で あ

る こ と 。  

④ -8 資 格 等 の 証 明 書 類  提 示  

審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 で 有 効 で あ る も の

（ 有 効 期 間 や 講 習 受 講 の 定 め が な く 、 前 回 の

申 請 時 に 提 示 し て い る 資 格 等 に つ い て は 提 示

不 要 。 ） 。  

④ -9 建 設 技 能 者 に 係 る 書 類  提 示  能 力 評 価 （ レ ベ ル 判 定 ） 結 果 通 知 書 。  

④ -10 基 幹 技 能 者 講 習 修 了 証 （ 写 ）  提 示  審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 で 有 効 で あ る も の 。  

④ -11 
継 続 雇 用 制 度 の 適 用 を 受 け て い る 技 術

職 員 名 簿  
提 出  様 式 第 ３ 号 。  

 

➄  その他審査項目（社会性等）関係書類 （P.１６～P.２０参照） 

No 書  類  
添 付  

/提 示  
摘 要  

⑤ -1 建 設 業 退 職 金 共 済 事 業 加 入 ・ 履 行 証 明 書  提 出  項 番 ４ １ の 証 明 書 類  

⑤ -2 退 職 一 時 金 制 度 の 加 入 を 証 す る 書 類  提 出  
項 番 ４ ２ の 証 明 書 類  

(い ず れ か 一 方 で 可 ) 

⑤ -3 企 業 年 金 制 度 の 加 入 を 証 す る 書 類  提 出  
項 番 ４ ２ の 証 明 書 類  

(い ず れ か 一 方 で 可 ) 

⑤ -4 法 定 外 労 働 災 害 補 償 制 度 の 加 入 を 証 す る 書 類  提 出  
項 番 ４ ３ の 証 明 書 類 （ 民 間 の 労 働 災 害 保

険 の 場 合 は 、 保 険 証 券 の 写 し 等 。 ）  

⑤ -5 

Ｃ Ｐ Ｄ 単 位 取 得 及 び 技 能 レ ベ ル 向 上 者 を 証 す る 書 類  

Ｃ Ｐ Ｄ 単 位 を 取 得 し た 技 術 者 名 簿 （ 様 式 第 4 号 ）  

技 能 者 名 簿 （ 様 式 第 5 号 ）  

提 出  

項 番 ４ ６ 、 ４ ７ の 証 明 書 類 （ 受 講 証 明 書 等

の 写 し 、 能 力 評 価 （ レ ベ ル 判 定 ） 結 果 通

知 書 の 写 し ） 、 様 式 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 、  

⑤ ‐ 6 

女 性 の 職 業 生 活 に お け る 活 躍 の 推 進 に 関 す る

法 律 に 基 づ く 認 定 を 証 す る 書 面 （ 各 え る ぼ し ）

（ 写 ）  

提 出  項 番 ４ ８ の 証 明 書 類  

⑤ ‐ 7 
次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 に 基 づ く 認 定 を 証

す る 書 面 （ 各 く る み ん ） （ 写 ）  
提 出  項 番 ４ ９ の 証 明 書 類  

⑤ ‐ 8 

青 少 年 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く

認 定 を 証 す る 書 面  

（ ユ ー ス エ ー ル ） （ 写 ）  

提 出  項 番 ５ ０ の 証 明 書 類  

⑤ ‐ 9 

建 設 工 事 に 従 事 す る 者 の 就 業 履 歴 を 蓄 積 す る

た め に 必 要 な 措 置 を 実 施 し た 旨 の 誓 約 書 及 び

情 報 共 有 に 関 す る 同 意 書  

提 出  項 番 ５ １ の 誓 約 書 類 （ 様 式 第 ６ 号 ）  
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⑤ -10 

建 設 技 能 者 を 大 切 に す る 企 業 の 自 主 宣 言 制 度

に お い て 宣 言 し て い る こ と を 証 す る 書 面 及 び 宣

言 し た 取 り 組 み を 取 組 開 始 日 以 降 行 う 又 は 行 っ

て い る こ と を 誓 約 す る 書 面  

提 出  
項 番 ５ ２ の 証 明 書 類 及 び 誓 約 書 類 （ 様 式

第 ７ 号 ）  

⑤ -11 防 災 協 定 締 結 を 証 す る 書 類  提 出  項 番 ５ ５ の 証 明 書 類  

⑤ -12 監 査 の 受 審 状 況 を 証 す る 書 類  提 出  項 番 ５ ８ の 証 明 書 類  

⑤ -13 建 設 業 経 理 事 務 士 等 合 格 証 （ １ ～ ２ 級 ） 等  提 示  
項 番 ５ ９ 、 ６ ０ の 証 明 書 類  

公 認 会 計 士 等 の 資 格 証 を 含 む 。  

⑤ -14 

建 設 機 械 保 有 状 況 一 覧 表 、 前 回 申 請 時 の 建 設

機 械 保 有 状 況 一 覧 表 （ 県 の 受 付 印 の あ る も

の ） 、 売 買 契 約 書 等 の 写 し 、 特 定 自 主 検 査 記 録

表 ・ 移 動 式 ク レ ー ン 検 査 証 ・ 自 動 車 検 査 証 の 写

し 及 び カ タ ロ グ の 写 し  

提 出

提 示  

項 番 ６ ２ の 書 類  

建 設 機 械 保 有 状 況 一 覧 表 を 提 出 、 そ れ

以 外 の 書 類 を 提 示 。  

⑤ ‐ 15 
エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ に 関 す る 認 定 を 証 す る 書 面

（ 写 ）  
提 出  項 番 ６ ３ の 証 明 書 類  

⑤ -16 Ｉ Ｓ Ｏ ９ ０ ０ １ 登 録 証 明 書 (写 ) 提 出  項 番 ６ ４ の 証 明 書 類  

⑤ -17 Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ １ 登 録 証 明 書 (写 ) 提 出  項 番 ６ ５ の 証 明 書 類  
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① 申請書類の説明（全て提出） 

 

【 ① － １ 】  経 営 事 項 審 査 受 付 票  （ は が き サ イ ズ ）  

１ ）  審 査 会 場 及 び 日 時 等 が 記 載 さ れ た も の で 、 決 算 変 更 届 提 出 時 等 に 交 付 し て い ま す 。  

２ ）  住 所 、 商 号 等 を 記 入 し て （ ゴ ム 印 可 ） 、 審 査 会 場 の 受 付 時 に 提 出 し て く だ さ い 。  

３ ）  電 子 申 請 の 場 合 は 、 提 出 不 要 で す 。  

 

【 ① － ２ 】  経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 ・ 総 合 評 定 値 請 求 書 〔 20001 帳 票 〕  

１ ）  記 載 例 及 び 記 載 要 領 は 「 Ⅳ ． 記 載 例 及 び 記 載 要 領 」 参 照 。  

 

【 ① － ３ 】  工 事 種 類 別 完 成 工 事 高 ・ 工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高 〔 20002 帳 票 〕  

１ ）  決 算 終 了 後 の 変 更 届 出 書 に 添 付 し た 工 事 経 歴 書 の 合 計 額 に 基 づ き 記 入 し て く だ さ い 。  

２ ）  記 載 例 及 び 記 載 要 領 は 「 Ⅳ ． 記 載 例 及 び 記 載 要 領 」 参 照 。  

 

【 ① － ４ 】  技 術 職 員 名 簿 〔 20005 帳 票 〕  

１ ）  記 載 対 象 と な る 技 術 者 は 、 審 査 基 準 日 (決 算 日 )時 点 で 、 資 格 要 件 （ 資 格 に 合 格 し て い る 、 一 定 の 実 務

経 験 年 数 を 有 す る 等 ） を 満 た し 、 ６ ヶ 月 を 超 え る （ ６ ヶ 月 ＋ １ 日 以 上 （ 下 表 参 照 ） ） 在 籍 期 間 を 有 し 、 常 勤 し

て い る 技 術 職 員 と し ま す 。 ※  

２ ）  営 業 所 技 術 者 を 氏 名 の ５ ０ 音 順 に 記 載 し 、 続 け て 営 業 所 技 術 者 以 外 の 技 術 者 を 氏 名 の ５ ０ 音 順 で 記

載 し て く だ さ い 。 役 職 、 入 社 日 、 年 齢 等 に か か わ ら ず 氏 名 の ５ ０ 音 順 と し て く だ さ い 。  

３ ）  記 載 例 及 び 記 載 要 領 は 「 Ⅳ ． 記 載 例 及 び 記 載 要 領 」 参 照 。  

 

【 ６ ヶ 月 ＋ １ 日 の 考 え 方 】  

（ １ ）  審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） の 前 日 を 起 算 日 と す る 。  

（ ２ ）  起 算 日 の ６ ヶ 月 前 の 月 の 応 答 日 の 翌 日 を ６ ヶ 月 前 と す る 。  

た だ し 、 応 答 日 が 存 在 し な い 場 合 に は 翌 月 の 初 日 を ６ ヶ 月 前 と す る 。  

（ ３ ）  ６ ヶ 月 前 の 前 日 を ６ ヶ 月 と １ 日 前 と す る 。  

 

審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ）  起 算 日  ６ ヶ 月 前  ６ ヶ 月 と １ 日 前  

2025/ 11/30 2025/11/29 2025/ 5/30 2025/ 5/29 

2025/ 12/31 2025/12/30 2025/ 7/ 1 2025/ 6/30 

2026/ 1/31 2026/ 1/30 2025/ 7/31 2025/ 7/30 

2026/ 2/28 2026/ 2/27 2025/ 8/28 2025/ 8/27 

2026/ 3/31 2026/ 3/30 2025/10/ 1 2025/ 9/30 

2026/ 4/30 2026/ 4/29 2025/10/30 2025/10/29 

2026/ 5/31 2026/ 5/30 2025/12/ 1 2025/11/30 

2026/ 6/30 2026/ 6/29 2025/12/30 2025/12/29 

2026/ 7/31 2026/ 7/30 2026/ 1/31 2026/ 1/30 

2026/ 8/31 2026/ 8/30 2026/ 3/ 1 2026/ 2/28 

2026/ 9/30 2026/ 9/29 2026/ 3/30 2026/ 3/29 

2026/10/31 2026/10/30 2026/ 5/ 1 2026/ 4/30 

2026/ 4/ 1 2026/ 3/31 2025/10/ 1 2025/ 9/30 

2026/10/ 1 2026/ 9/30 2025/ 3/31 2025/ 3/30 

2026/ 6/15 2026/ 6/14 2025/12/15 2025/12/14 
 

※ 育 休 ・ 産 休 ・ 介 護 休 ・ 傷 病 休 等 を 取 得 す る 技 術 職 員 に つ い て は 、 就 業 規 則 で の 当 該 当 該 制 度 の 導 入 及 び

対 象 技 術 職 員 の 当 該 休 暇 の 取 得 を 証 明 す る 書 類 （ 健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 育 児 休 業 等 取 得 者 申 請 書 、 産

前 産 後 休 業 取 得 者 申 出 書 、 休 業 補 償 給 付 支 給 請 求 書 等 ） が 確 認 で き る 場 合 に 名 簿 搭 載 可 と し ま す （ 当 該 休

暇 の 取 得 が 確 認 で き る 書 類 等 の 写 し を 提 示 し て く だ さ い 。 ） 。 こ の 場 合 で も 、 審 査 基 準 日 (決 算 日 )時 点 で 資

格 要 件 を 満 た し て お り 、 ６ ヶ 月 を 超 え て （ ６ ヶ 月 ＋ １ 日 以 上 （ 上 表 参 照 ） ） 在 籍 し て い る 技 術 職 員 で あ る 必 要 が

あ り ま す 。  

 

【 ① － ５ 】  001,002 及 び 099 資 格 の 技 術 職 員 名 簿 一 覧 表  

１ ）  【 ① － ４ 】 の 技 術 職 員 名 簿 の 中 に 、 001,002 及 び 099 の い ず れ か の 有 資 格 者 を 記 載 し て い る 場 合 に 、

対 象 技 術 職 員 に つ い て 記 載 し て く だ さ い 。  

２ ）  記 載 例 及 び 記 載 要 領 は 「 Ⅳ ． 記 載 例 及 び 記 載 要 領 」 参 照 。  
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【 ① － ６ 】  そ の 他 の 審 査 項 目 （ 社 会 性 等 ） 〔 20004 帳 票 〕  

１ ）  審 査 基 準 日 時 点 の 加 入 状 況 等 に つ い て 記 載 し て く だ さ い 。  

２ ）  記 載 例 及 び 記 載 要 領 は 「 Ⅳ ． 記 載 例 及 び 記 載 要 領 」 参 照 。  

 

【 ① － ７ 】  審 査 手 数 料 納 付 済 証 貼 付 書  

１ ）  手 数 料 の 額 に つ い て は 「 ８ ． 審 査 手 数 料 及 び 納 付 方 法 」 を 参 照 し 、 金 額 に 間 違 い が な い よ う 貼 付 し て

く だ さ い 。 金 額 に 間 違 い が あ る 場 合 、 申 請 を 受 け 付 け る こ と は で き ま せ ん 。  

 

【 ① － ８ 】  経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書  

１ ）  総 合 評 定 値 の 請 求 を す る 際 に 必 ず 必 要 に な り ま す 。 審 査 日 前 日 ま で に 登 録 経 営 状 況 分 析 機 関 （ 「 ６ ．

問 い 合 せ 先  経 営 状 況 分 析 の 申 請 」 参 照 ） か ら の 通 知 が お 手 元 に 届 く よ う 、 時 間 的 余 裕 を も っ て 経 営 状

況 分 析 の 申 請 を 済 ま せ て く だ さ い 。  

２ ）  必 ず 原 本 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

【 ① － ９ 】  申 請 書 類 （ ① -2 か ら ① -6 の 書 類 ） の 副 本  

１ ）  【 ① － ２ 】 か ら 【 ① － ６ 】 の 帳 票 に つ い て は 、 経 審 申 請 時 に 計 ２ 部 (正 本 １ 部 、 副 本 １ 部 )の 提 出 が 必 要 で

す 。  

２ ）  正 本 は 直 接 記 入 し た も の 又 は 印 刷 し た も の と し ま す 。 副 本 は そ の 写 し と し て く だ さ い 。  

 

【 ① － １ ０ 】  消 費 税 納 税 証 明 書 （ そ の １ ）  

１ ）  審 査 対 象 決 算 期 の 証 明 で あ る こ と が 必 要 で す 。  

２ ）  消 費 税 免 税 業 者 も 提 出 し て く だ さ い （ た だ し 、 設 立 後 、 決 算 期 を １ 度 も 迎 え て い な い 場 合 は 不 要 ） 。  

３ ）  必 ず 納 税 証 明 書 の （ そ の １ ・ 納 税 額 等 証 明 用 ） を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

【 ① － １ １ 】  外 国 子 会 社 並 び に 建 設 業 者 及 び 外 国 子 会 社 に つ い て の 数 値 の 認 定 書  

１ ）  審 査 日 前 日 ま で に 国 土 交 通 大 臣 か ら の 認 定 書 が お 手 元 に 届 く よ う 、 時 間 的 余 裕 を も っ て 国 土 交 通 大

臣 に 対 し て 申 請 を 済 ま せ て く だ さ い 。  

２ ）  外 国 子 会 社 の 経 営 実 績 の 評 価 を 希 望 す る 建 設 業 者 は 、 直 接 、 国 土 交 通 省 土 地 ・ 建 設 産 業 局 建 設 業

課 に 認 定 の 申 請 を し て く だ さ い 。  

   ま た 、 当 該 制 度 に よ る 認 定 に 係 る 質 問 等 に つ い て は 、 国 土 交 通 省 不 動 産 ・ 建 設 経 済 局 建 設 業 課 に 直

接 お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

【 認 定 申 請 書 の 提 出 先 及 び 問 い 合 わ せ 先 】  

国 土 交 通 省 不 動 産 ・ 建 設 経 済 局  建 設 業 課  

電 話 番 号 （ 代 表 ） ： 03-5253-8111 

【 ① － １ ２ 】  「 資 本 性 借 入 金 」 該 当 証 明 書  

【 経 営 事 項 審 査 に お け る 「 資 本 性 借 入 金 」 の 取 扱 】  

１ ）  経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 （ 様 式 第 二 十 五 号 の 十 四 ） の 項 番 17「 自 己 資 本 額 」 に 、 「 資 本 性 借 入 金 」 （ 「 資

本 性 借 入 金 」 該 当 証 明 書 に お け る 「 自 己 資 本 と 扱 う 額 」 ） を 加 算 し て 記 載 し て く だ さ い 。 審 査 対 象 「 ２ ． ２

期 平 均 」 を 選 択 し た 場 合 は 、 「 基 準 決 算 」 と 「 直 前 の 審 査 基 準 日 」 の 自 己 資 本 額 に 、 そ れ ぞ れ の 事 業 年 度

の 「 資 本 性 借 入 金 」 を 加 算 し ま す 。  

【 申 請 方 法 】  

１ ）  公 認 会 計 士 等 （ ※ ） か ら 指 定 様 式 に お い て 資 本 性 借 入 金 に 該 当 す る 借 入 金 で あ る こ と 等 の 証 明 を 受

け る 。  

２ ）  経 営 状 況 分 析 申 請 に お い て 、 余 白 に 資 本 性 借 入 金 の う ち 自 己 資 本 と 認 め ら れ る 金 額 を 記 載 し た 経 営

状 況 分 析 申 請 書 等 と と も に 、 証 明 書 の 写 し ・ 契 約 書 の 写 し 等 を 登 録 経 営 状 況 分 析 機 関 に 提 出 す る 。 （ 経

営 状 況 分 析 申 請 時 の 詳 細 に つ い て は 、 各 分 析 機 関 に 確 認 し て く だ さ い 。 ）  

３ ）  経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 の 自 己 資 本 額 （ 項 番 １ ７ ） に お い て 、 資 本 性 借 入 金 の う ち 自 己 資 本 と 認 め ら れ

る 金 額 を 加 算 し た 自 己 資 本 額 を 記 載 し 、 経 営 状 況 分 析 機 関 に 提 出 し た 該 当 証 明 書 の 写 し を 添 付 し て 、

経 営 事 項 審 査 を 申 請 し て く だ さ い 。  

  ※ 公 認 会 計 士 、 税 理 士 、 建 設 業 経 理 士 １ 級 （ 登 録 経 理 試 験 の 一 級 試 験 に 合 格 し た 者 、 登 録 経 理 講 習

の 一 級 講 習 を 受 講 し た 者 ）  

 

   ま た 、 当 該 制 度 に つ い て 、 詳 し く は 国 土 交 通 省 ホ ー ム ペ ー ジ 「 資 本 性 借 入 金 に 係 る 経 営 事 項 審 査 の

事 務 取 扱 い に つ い て （ 令 和 ７ 年 ７ 月 １ 日 ） 」 を ご 確 認 く だ さ い 。  
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② 確認書類の説明（全て原本提示）  ※ 郵 送 申 請 の 場 合 は 写 し を 提 示  

 

【 ② － １ 】  前 回 経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 の 副 本  

１ ）  建 設 業 対 策 室 受 付 印 の あ る も の 。  

２ ）  前 回 を 電 子 申 請 で 行 い 、 今 回 を 対 面 審 査 で 申 請 す る 場 合 に は 、 電 子 申 請 に 係 る 申 請 書 一 式 を 出 力

し 、 建 設 業 対 策 室 ま で 持 参 し て く だ さ い 。 内 容 を 確 認 し て 受 付 印 を 押 印 し ま す の で 、 当 該 書 類 を 前 回 経

営 規 模 等 評 価 申 請 書 の 副 本 と し て く だ さ い 。  

 

【 ② － ２ 】  法 人 税 の 確 定 申 告 書 控 え 及 び 消 費 税 の 確 定 申 告 書 控 え  

１ ）  免 税 業 者 の 場 合 は 不 要 で す 。  

２ ）  申 告 受 付 済 で あ る こ と が わ か る 帳 票 の あ る も の 。  

  

③ 完成工事高関係書類の説明（全て原本提示）  ※ 郵 送 申 請 の 場 合 は 写 し を 提 示  

 

【 ③ － １ 】  審 査 対 象 営 業 年 度 分 の 決 算 終 了 後 の 変 更 届 出 書 の 副 本  

１ ）  建 設 業 対 策 室 受 付 印 の あ る も の 。  

２ ）  前 回 を 電 子 申 請 で 行 い 、 今 回 を 対 面 審 査 で 申 請 す る 場 合 に は 、 電 子 申 請 に 係 る 申 請 書 一 式 を 出 力

し 、 建 設 業 対 策 室 ま で 持 参 し て く だ さ い 。 内 容 を 確 認 し て 受 付 印 を 押 印 し ま す の で 、 当 該 書 類 を 前 回 経

営 規 模 等 評 価 申 請 書 の 副 本 と し て く だ さ い 。  

 

【 ③ － ２ 】  前 (前 々 )審 査 対 象 営 業 年 度 の 決 算 終 了 後 の 変 更 届 出 書 副 本 (該 当 す る 場 合 の み )  

１ ）  前 （ 前 々 ） 審 査 対 象 営 業 年 度 に お け る 完 成 工 事 高 を 計 上 す る 場 合 は 、 該 当 す る 営 業 年 度 の 決 算 終 了

後 の 変 更 届 出 書 （ 建 設 業 対 策 室 受 付 印 の あ る も の ） を 提 示 し て く だ さ い （ こ の 場 合 の 決 算 終 了 後 の 変 更

届 出 書 は 消 費 税 等 抜 き で 処 理 さ れ て い な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、 該 当 す る 営 業 年 度 分 の 【 ② － ２ 】 及 び

【 ③ － ３ 】 の 書 類 に つ い て も 提 示 し て く だ さ い 。 ） 。  

２ ）  工 事 進 行 基 準 等 の 適 用 が あ る 場 合 、 そ の 工 事 に つ い て 全 期 間 に 渡 っ て 確 認 で き る 分 の 決 算 終 了 後 の

変 更 届 出 書 を 提 示 し て く だ さ い 。  

 

【 ③ － ３ 】  工 事 請 負 契 約 書 、 下 請 基 本 契 約 書 ・ 注 文 書 ・ 請 書 の 写 し 、 コ リ ン ズ 登 録 内 容 確 認

書 (竣 工 時 登 録 )  

１ ）  審 査 対 象 営 業 年 度 内 に 完 成 し た 決 算 終 了 後 の 変 更 届 出 書 に 記 載 の 工 事 （ 工 事 進 行 基 準 の 適 用 が あ

る 工 事 を 含 む 。 ） の う ち 、 審 査 を 受 け よ う と す る 業 種 に 関 す る 工 事 の 請 負 契 約 書 等 を 、 民 間 元 請 ・ 下 請 の

区 分 ご と に 金 額 の 大 き い 上 位 ５ 件 に つ い て 提 示 し て く だ さ い 。  

２ ）  公 共 工 事 の 元 請 分 に 係 る 請 負 契 約 書 等 に つ い て は 提 示 不 要 と し ま す 。 た だ し 税 込 4500 万 円 以 上 （ 建

築 一 式 工 事 に つ い て は 、 税 込 ９ 000 万 円 以 上 ） の 公 共 工 事 で 発 注 機 関 と の 契 約 上 コ リ ン ズ 登 録 が 義 務 づ

け ら れ て い る 工 事 の 元 請 け と な っ た 場 合 に つ い て は 、 コ リ ン ズ 登 録 内 容 確 認 書 の 竣 工 時 登 録 を 提 示 し て

く だ さ い 。  

 

④ 技術者等関係書類の説明 

 

【 ④  － １ 】  技 術 職 員 の 常 勤 確 認 書 類  (写 )※ 新 規 掲 載 者 の み  

１ ）  技 術 職 員 名 簿 に 記 載 し た 技 術 職 員 の 勤 務 が 確 認 で き る 書 類 の 写 し を 提 示 し て く だ さ い （ 下 記 い ず れ

か １ つ ） 。  

①  健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者 資 格 取 得 届  

②  雇 用 保 険 被 保 険 者 資 格 取 得 確 認 通 知 書  

③  加 入 年 月 日 が 分 か る 厚 生 年 金 加 入 証 明 書  

２ ）  個 人 事 業 者 の 家 族 従 業 員 に つ い て は 【 ④ － ２ 】 所 得 税 の 確 定 申 告 書 控 え 等 に よ り 確 認 し ま す 。  

３ ）  前 回 の 申 請 時 に 技 術 職 員 名 簿 に 記 載 し た 技 術 職 員 に つ い て は 提 示 不 要 で す 。  

４ ）  そ の 他 、 必 要 に 応 じ て 他 の 書 類 で も 認 め ら れ る 場 合 が あ り ま す 。 詳 し く は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

【 ④ － ２ 】  所 得 税 の 確 定 申 告 書 控 え  
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１ ）  個 人 事 業 主 の 場 合 に 必 要 と な り ま す 。 事 業 主 自 身 の 所 得 税 確 定 申 告 書 控 え を 提 示 し て く だ さ い 。  

２ ）  申 告 受 付 済 で あ る こ と が わ か る 帳 票 の あ る も の 。  

 

【 ④ － ３ 】  健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者 標 準 報 酬 決 定 通 知 書  

１ ）  毎 年 ７ ～ ９ 月 頃 に 年 金 事 務 所 か ら 送 付 さ れ る 当 該 決 定 通 知 書 (年 金 事 務 所 の 確 認 印 が あ る も の )の 写

し を 提 示 し て く だ さ い 。  

２ ）  当 該 決 定 通 知 書 に 20 人 以 上 の 記 載 が あ る 場 合 は 、 申 請 に 係 る 技 術 職 員 の 箇 所 が 分 か る よ う に 、 印 や

番 号 を 付 す る な ど し て く だ さ い 。  

 

【 ④ － ４ 】  健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者 資 格 取 得 確 認 及 び 標 準 報 酬 決 定 通 知 書  

１ ）  前 回 申 請 時 の 基 準 日 か ら 申 請 日 ま で の 間 に 年 金 事 務 所 に 届 け 出 た 資 格 取 得 届 に 基 づ い て 送 付 さ れ

た 資 格 取 得 決 定 通 知 書 (年 金 事 務 所 の 確 認 印 が あ る も の )の 写 し が あ る 場 合 は 提 示 し て く だ さ い 。  

２ ）  当 該 決 定 通 知 書 に 20 人 以 上 の 記 載 が あ る 場 合 は 、 申 請 に 係 る 技 術 職 員 の 箇 所 が 分 か る よ う に 、 印 や

番 号 を 付 す る な ど し て く だ さ い 。  

 

【 ④ － ５ 】  健 康 保 険 ・ 厚 生 年 金 保 険 被 保 険 者 資 格 喪 失 確 認 通 知 書  

１ ）  前 回 申 請 時 の 基 準 日 か ら 申 請 日 ま で の 間 に 年 金 事 務 所 に 届 け 出 た 資 格 喪 失 届 に 基 づ い て 送 付 さ れ

た 資 格 喪 失 決 定 通 知 書 (年 金 事 務 所 の 確 認 印 が あ る も の )  の 写 し が あ る 場 合 は 提 示 し て く だ さ い 。  

 

【 ④ － ６ 】  所 得 税 源 泉 徴 収 簿 又 は 賃 金 台 帳  

１ ）  審 査 基 準 日 か ら 遡 っ て １ ２ ヶ 月 分 の 状 況 を 確 認 で き る も の で 、 各 月 の 支 給 明 細 が 職 員 毎 に 記 載 さ れ て

い る も の を 提 示 し て く だ さ い 。  

２ ）  申 請 に 係 る 技 術 職 員 の 箇 所 が 分 か る よ う に 、 印 や 番 号 を 付 し た り 、 申 請 対 象 で な い 職 員 の も の を 除 い

た り し て く だ さ い 。  

 

【 ④ － ７ 】  監 理 技 術 者 資 格 者 証 (写 )・ 監 理 技 術 者 講 習 修 了 証 (写 )  

１ ）  １ 級 資 格 者 で か つ 、 監 理 技 術 者 資 格 者 証 及 び 監 理 技 術 者 講 習 修 了 証 を と も に 保 有 し て い る 場 合 は そ

の 写 し を 提 示 し て く だ さ い （ 監 理 技 術 者 資 格 者 証 に 記 載 所 属 建 設 業 者 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 所 属 建 設

業 者 を 書 き 換 え の 上 、 裏 面 写 し を 併 せ て 提 示 し て く だ さ い 。 ） 。  

２ ）  修 了 年 月 日 が 審 査 基 準 日 以 前 の 日 付 か つ 審 査 基 準 日 が 講 習 修 了 し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 （ １ 月 １

日 ） か ら ５ 年 以 内 に 含 ま れ て い る も の を 提 示 し て く だ さ い 。  

 

【 ④ － ８ 】  資 格 等 の 証 明 書 類  

１ ）  有 資 格 区 分 の 証 明 書 類 を 提 出 ・ 提 示 し て く だ さ い 。  

① 国 家 資 格 等 に つ い て 証 明 す る 場 合 は 、 合 格 証 明 書 （ 合 格 通 知 書 ） 等 の 写 し を 提 示 し て く だ さ い 。  

② 所 定 学 科 卒 業 に つ い て 証 明 す る 場 合 は 、 履 修 学 科 の 明 記 さ れ た 卒 業 （ 修 了 ） 証 明 書 等 の 写 し を 提 示 し

て く だ さ い 。  

③ 実 務 経 験 に つ い て 証 明 す る 場 合 は 、 有 資 格 区 分 001,002 及 び 099 の 場 合 の み 「 001,002 及 び 099 資 格

の 技 術 職 員 名 簿 一 覧 表 」 （ 様 式 ） を ２ 部 （ 1 部 は 返 却 し ま す ） 作 成 し 、 提 出 し て く だ さ い 。   

※ 原 則 と し て 実 務 経 験 証 明 書 は 不 要 で す が 、 必 要 に 応 じ て 提 出 を 求 め る 場 合 が あ り ま す 。  

※ 電 気 工 事 業 及 び 消 防 施 設 工 事 業 の 実 務 経 験 に つ い て は 、 電 気 工 事 士 法 、 消 防 法 等 の 趣 旨 に 鑑 み 、 原

則 と し て 認 め ら れ ま せ ん 。  

④ 監 理 技 術 者 補 佐 （ １ 級 技 士 補 ） の 対 象 者 及 び 証 明 書 類 は 、 下 表 の と お り で す 。  

対 象 者  証 明 書 類  

主 任 技 術 者 と な る 資 格 を 有 し 、 １ 級

技 士 補 で あ る 者  

主 任 技 術 者 と な れ る 資 格 の 合 格 証 等 の 写 し （ ま た は 卒 業 証 明 書

（ 該 当 す る 場 合 ） ＋ 実 務 経 験 証 明 書 の 写 し ） ＋ 1 級 1 次 検 定 の 合

格 証 明 書 （ 合 格 通 知 書 ） の 写 し の 提 示 。  

監 理 技 術 者 要 件 を 満 た す 者 ※  

監 理 技 術 者 資 格 者 証 が 交 付 さ れ て い る 場 合 は 、 監 理 技 術 者 資 格

者 証 の 表 面 の 写 し の 提 示 。 交 付 さ れ て い な い 場 合 は 、 卒 業 証 明

書 の 写 し （ 該 当 す る 場 合 ） ＋ 実 務 経 験 証 明 書 の 写 し ＋ 指 導 監 督

的 実 務 経 験 証 明 書 の 写 し の 提 示 。  

国 土 交 通 大 臣 特 別 認 定 者  認 定 書 の 写 し ま た は 監 理 技 術 者 資 格 者 証 の 表 面 の 写 し の 提 示 。  

⑤ 技 能 検 定 の 一 次 試 験 合 格 後 の 実 務 経 験 に つ い て 証 明 す る 場 合 は 、 合 格 証 明 書 （ 合 格 通 知 書 ） 等 の 写 し

及 び 実 務 経 験 証 明 書 を 提 示 し て く だ さ い （ 令 和 ５ 年 ７ 月 １ 日 以 降 を 審 査 基 準 日 と す る 申 請 で 適 用 ） 。  

※ 実 務 経 験 に よ っ て 監 理 技 術 者 要 件 を 満 た す こ と が で き る 業 種 は 、 指 定 建 設 業 （ 土 木 、 建 築 、 舗 装 、 鋼 構

造 物 、 管 、 電 気 、 造 園 の 7 業 種 ） を 除 く 22 業 種 に 限 ら れ ま す 。  

２ ）  前 回 申 請 時 に 技 術 職 員 名 簿 に 記 載 し た 技 術 職 員 に つ い て は 提 示 不 要 で す が 、 新 た に 取 得 し た 資 格 、
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有 効 期 間 の 定 め の あ る 資 格 （ 【 003】 、 【 004】 、 【 005】 の 主 任 技 術 者 と な れ る 資 格 、 【 064】 ） 、 講 習 の 受 講 が

義 務 付 け ら れ て い る 資 格 （ 【 155】 、 【 168】 、 【 169】 ） 等 は 提 示 が 必 要 で す 。  

※ 各 資 格 に つ い て は 技 術 職 員 資 格 区 分 コ ー ド 表 を 参 照 。  

【 ④ － ９ 】  建 設 技 能 者 に 係 る 書 類  

１ ）  能 力 評 価 実 施 機 関 が 発 行 す る 能 力 判 定 （ レ ベ ル 判 定 ） 結 果 通 知 書 を 提 示 し て く だ さ い 。  

 

【 ④ － 10】  基 幹 技 能 者 講 習 修 了 証 (写 )  

１ ）  平 成 ２ ０ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 、 国 土 交 通 大 臣 の 登 録 を 受 け た 講 習 機 関 が 行 う 講 習 を 受 講 す る こ と が 必 要

で す 。  

２ ）  審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 で 有 効 で あ る も の を 提 示 し て く だ さ い 。  

 

【 ④ － 11】  継 続 雇 用 制 度 の 適 用 を 受 け て い る 技 術 職 員 名 簿  

１ ）  高 年 齢 者 雇 用 安 定 法 の 継 続 雇 用 制 度 対 象 者 が い る 場 合 は 、 継 続 雇 用 制 度 の 適 用 を 受 け て い る 技 術 職

員 名 簿 (様 式 第 ３ 号 )を 提 出 し て く だ さ い （ 記 載 例 参 照 ） 。 常 時 １ ０ 人 以 上 の 労 働 者 を 使 用 す る 企 業 の 場 合 は 、

併 せ て 継 続 雇 用 制 度 に つ い て 定 め た 労 働 基 準 監 督 署 の 受 付 印 の あ る 就 業 規 則 の 写 し も 提 示 し て く だ さ い 。  

 

⑤ その他の審査項目（社会性等）関係書類の説明 

 

【 ⑤  － １ 】  建 設 業 退 職 金 共 済 事 業 加 入 ・ 履 行 証 明 書  

１ ）  審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 の 加 入 を 確 認 で き る も の が 必 要 で す 。  

 

【 ⑤ － ２ 】  退 職 一 時 金 制 度 の 加 入 を 証 す る 書 類 （ 次 の い ず れ か ）  

１ ）  審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 の 加 入 を 確 認 で き る も の で 、 次 の い ず れ か が 必 要 で す 。  

書   類  対 象 と な る 退 職 一 時 金 制 度  

退 職 金 共 済 契 約 証 明 書 （ 中 退 金 ）  中 小 企 業 退 職 金 共 済 法 に 基 づ く 退 職 金 共 済  

加 入 証 明 書 （ 特 退 金 ）  
所 得 税 法 施 行 令 第 ７ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 特 定 退 職 金 共 済 団 体

と の 間 で 退 職 金 共 済 契 約 が 締 結 さ れ て い る 場 合  

労 働 基 準 監 督 署 の 受 付 印 の あ る 就

業 規 則 （ 写 し の 提 出 ）  

労 働 基 準 法 に 定 め る 就 業 規 則 に 退 職 一 時 金 に つ い て の 定 め が あ

る 場 合 (表 紙 、 労 働 基 準 監 督 署 の 受 付 印 部 分 及 び 退 職 金 制 度 の

記 載 部 分 の 写 し を 提 出 ) 

 

【 ⑤ － ３ 】  企 業 年 金 制 度 の 加 入 を 証 す る 書 類 （ 次 の い ず れ か ）  

１ ）  審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 の 加 入 を 確 認 で き る も の で 、 次 の い ず れ か が 必 要 で す 。  

書   類  提 出  企 業 年 金 制 度 の 種 類  

・ 各 種 厚 生 年 金 基 金 加 入 証 明 書  原 本  各 種 厚 生 年 金 基 金  

・ 保 険 証 券 と 約 款 の 原 本  

・ 審 査 基 準 日 前 の 直 近 の 掛 金 振 込 み に 係 る 領 収 書 等  
写 し  

法 人 税 法 第 ８ ４ 条 に 規 定 す る 適 格 退 職

年 金 契 約 が 締 結 さ れ て い る 場 合  

・ 取 り 扱 い 保 険 会 社 の 加 入 証 明 書  原 本  同 上  

・ 厚 生 労 働 大 臣 の 承 認 通 知 書  

・ 確 定 拠 出 年 金 管 理 機 関 と の 契 約 書  

・ 審 査 基 準 日 前 の 直 近 の 掛 金 振 込 み に 係 る 領 収 書 等  

写 し  確 定 拠 出 年 金 （ 企 業 型 ）  

・ 企 業 年 金 基 金 の 発 行 す る 加 入 証 明 書  原 本  確 定 給 付 企 業 年 金 （ 基 金 型 企 業 年 金 ）  

・ 資 産 管 理 運 用 機 関 の 発 行 す る 加 入 証 明 書  原 本  確 定 給 付 企 業 年 金 （規約型企業年金 ）  

※  「 【 ⑤ － ２ 】 退 職 一 時 金 制 度 」 及 び 「 【 ⑤ － ３ 】 企 業 年 金 制 度 」 共 に 該 当 が あ る 場 合 は 、 い ず れ か 片 方 の

加 入 が 分 か る 書 類 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

【 ⑤ － ４ 】  法 定 外 労 働 災 害 補 償 制 度 の 加 入 を 証 す る 書 類 （ 次 の い ず れ か ）  

１ ）  審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 の 加 入 を 確 認 で き 、 か つ 下 の 【 加 点 対 象 と し て 認 め ら れ る た め の 要 件 】 の

す べ て を 満 た し て い る こ と が 明 記 さ れ て い る い ず れ か の も の が 必 要 で す 。  

書   類  法 定 外 労 働 災 害 補 償 制 度  

「 建 設 労 災 補 償 共 済 制 度 」 加 入 証 明 書  
（ 公 財 ） 建 設 業 福 祉 共 済 団 「 建 設 労 災 補 償 共 済 保 険 」  

（ Ａ ４ サ イ ズ の 紙 に 原 本 を 貼 付 し て 提 出 し て く だ さ い 。 ）  

「 全 国 建 設 業 労 災 互 助 会 」 加 入 証 明 書 兼 領 収 書  
（ 一 社 ） 全 国 建 設 業 労 災 互 助 会 「 労 災 上 積 み 補 償 制

度 」  
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「 労 働 災 害 補 償 共 済 契 約 」 加 入 者 証 書  
全 日 本 火 災 共 済 協 同 組 合 連 合 会 「 労 働 災 害 補 償 共 済

契 約 」  

「 労 保 連 労 働 災 害 保 険 」 加 入 証 明 書  
（ 一 社 ） 全 国 労 働 保 険 事 務 組 合 連 合 会 「 労 保 連 労 働 災

害 保 険 」  

保 険 証 券 の 写 し 又 は 加 入 証 明 書 （ 下 記 【 経 審 上

加 入 「 有 」 と し て 認 め ら れ る た め の 要 件 】 参 照 ）  

民 間 の 労 働 災 害 保 険  

 

 

【 加 点 対 象 と し て 認 め ら れ る た め の 要 件 】  

 以 下 の ① ～ ③ の す べ て に 該 当 す る こ と が 必 要 で す 。  

No 要   件  

①  業 務 災 害 と 通 勤 災 害 （ 出 勤 及 び 退 勤 中 の 災 害 ） の い ず れ も 対 象 と す る こ と 。  

②  
直 接 の 使 用 関 係 に あ る 職 員 及 び 下 請 負 人 （ 数 次 の 請 負 に よ る 場 合 に あ っ て は す べ て の 下 請

負 人 ） の 直 接 の 使 用 関 係 に あ る す べ て の 職 員 を 対 象 と す る こ と 。  

③  
少 な く と も 死 亡 及 び 労 働 災 害 補 償 保 険 の 障 害 等 級 第 １ 級 か ら 第 ７ 級 ま で に 係 る 身 体 障 害 の

す べ て を 対 象 と す る こ と 。  

 保 険 証 券 に 上 記 の ３ 要 件 が 明 記 さ れ て い な い 場 合 は 、 保 険 会 社 か ら 上 記 の ３ 要 件 が 明 記 さ れ た 加 入 証 明 書

の 発 行 を 受 け 提 出 し て く だ さ い （ 保 険 代 理 店 に よ る 証 明 は 不 可 。 支 社 長 等 （ 各 県 を 統 括 す る 組 織 の 長 や 各 県 又

は 関 東 甲 信 越 に 一 つ あ る 支 店 の 支 店 長 等 ） の 会 社 印 を も っ て 証 明 し た も の に 限 る 。 約 款 は 不 可 。 ） 。  

 

【 ⑤ － ５ 】  Ｃ Ｐ Ｄ 単 位 取 得 及 び 技 能 レ ベ ル 向 上 者 を 証 す る 書 類  

１ ）  技 術 者 が 審 査 対 象 年 （ 審 査 基 準 日 以 前 １ 年 間 ） に 取 得 し た Ｃ Ｐ Ｄ 単 位 数 を 証 す る 書 面 （ 受 講 証 明 書 ）  

等 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

２ ）  技 能 者 の 能 力 評 価 実 施 団 体 は 国 土 交 通 省 ホ ー ム ペ ー ジ に よ り 確 認 し て く だ さ い 。  

https://www.mlit.go. jp/tochi_ fudousan_kensetsugyo/const/nouryokuhyouka_otoiawase.html 

３ ）  審 査 基 準 日 以 前 ３ 年 以 内 に 、 評 価 レ ベ ル が １ 以 上 向 上 （ レ ベ ル １ か ら ２ 等 ） し た 技 能 者 の 能 力 評 価 結  

果 通 知 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

４ ）  技 能 者 の 常 勤 性 の 確 認 資 料 に つ い て は 、 技 能 者 に 関 す る 【 ④ -1】 、 【 ④ -3】 、 【 ④ -4】 、 【 ④ -5】 、 【 ④

-6】 の 書 類 を 提 示 し て く だ さ い 。  

５ ）  審 査 基 準 日 の ３ 年 前 の 日 以 前 に レ ベ ル ４ 評 価 を 受 け て い た 者 は 、 控 除 対 象 者 数 に 記 載 し て く だ さ い 。  

６ ）  様 式 第 ４ 号 及 び 第 ５ 号 に つ い て は 、 以 下 の ① と ② の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 該 当 し な い 様 式 も

含 め て 、 両 方 と も 提 出 し て く だ さ い 。  

① 審 査 対 象 年 （ 審 査 基 準 日 以 前 １ 年 間 ） に CPD 単 位 を 取 得 し た 技 術 職 員 が い る 場 合 。  

② 審 査 基 準 日 以 前 ３ 年 間 に 受 け た 評 価 が 、 審 査 基 準 日 の ３ 年 前 の 日 以 前 に 受 け た 評 価 よ り レ ベ ル が １    

以 上 向 上 （ レ ベ ル １ か ら ２ 等 ） し た 技 能 者 が い る 場 合 。  

 

【 ⑤ － ６ 】  女 性 の 職 業 生 活 に お け る 活 躍 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 認 定 を 証 す る 書 面 （ 各
え る ぼ し ） （ 写 ）  

１ ）  「 基 準 適 合 一 般 事 業 主 認 定 通 知 書 」  、 「 基 準 適 合 事 業 主 認 定 通 知 書 」  等 の 認 定 を 受 け て い る こ と

を 証 す る 書 面 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

２ ）  審 査 基 準 日 に お い て 、 認 定 取 消 又 は 辞 退 が 行 わ れ て い る 場 合 は 加 点 の 対 象 に は な り ま せ ん 。  

 

【 ⑤ － ７ 】  次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 に 基 づ く 認 定 を 証 す る 書 面 （ 各 く る み ん ） （ 写 ）  
１ ）  「 基 準 適 合 一 般 事 業 主 認 定 通 知 書 」  、 「 基 準 適 合 事 業 主 認 定 通 知 書 」  等 の 認 定 を 受 け て い る こ と

を 証 す る 書 面 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

２ ）  審 査 基 準 日 に お い て 、 認 定 取 消 又 は 辞 退 が 行 わ れ て い る 場 合 は 加 点 の 対 象 に は な り ま せ ん 。  

 

【 ⑤ － ８ 】  青 少 年 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 認 定 を 証 す る 書 面 （ ユ ー ス エ ー ル ）
（ 写 ）  

１ ）  「 基 準 適 合 一 般 事 業 主 認 定 通 知 書 」  、 「 基 準 適 合 事 業 主 認 定 通 知 書 」  等 の 認 定 を 受 け て い る こ と

を 証 す る 書 面 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

２ ）  審 査 基 準 日 に お い て 、 認 定 取 消 又 は 辞 退 が 行 わ れ て い る 場 合 は 加 点 の 対 象 に は な り ま せ ん 。  

 

【 ⑤ － ９ 】 建 設 工 事 に 従 事 す る 者 の 就 業 履 歴 を 蓄 積 す る た め に 必 要 な 措 置 を 実 施 し た 旨 の 誓
約 書 及 び 情 報 共 有 に 関 す る 同 意 書  

１ ）  審 査 対 象 工 事 （ ① ～ ③ を 除 く 審 査 基 準 日 以 前 １ 年 以 内 に 発 注 者 か ら 直 接 請 け 負 っ た 建 設 工 事 ）  

①  日 本 国 内 以 外 の 工 事  

②  建 設 業 法 施 行 令 で 定 め る 軽 微 な 工 事 ※ １  

③  災 害 応 急 工 事 ※ ２  
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※ １  工 事 一 件 の 請 負 代 金 の 額 が ５ ０ ０ 万 円 に 満 た な い 工 事 (建 築 一 式 工 事 の 場 合 は １ ， ５ ０ ０ 万 円

に 満 た な い 工 事 又 は 建 築 一 式 工 事 の う ち 面 積 が １ ５ ０ m²に 満 た な い 木 造 住 宅 を 建 設 す る 工 事  

※ ２  防 災 協 定 に 基 づ く 契 約 又 は 発 注 者 の 指 示 に よ り 実 施 さ れ た 工 事  

２ ）  該 当 措 置  

①  建 設 キ ャ リ ア ア ッ プ シ ス テ ム （ CCUS） 上 で の 現 場 ・ 契 約 情 報 の 登 録  

②  建 設 工 事 に 従 事 す る 者 が 直 接 入 力 に よ ら な い 方 法 ※ で CCUS 上 に 就 業 履 歴 を 蓄 積 で き る 体 制 の

整 備  

③  経 営 事 項 審 査 申 請 時 に 様 式 第 ６ 号 に 掲 げ る 誓 約 書 及 び 同 意 書 の 提 出  

※  直 接 入 力 に よ ら な い 方 法  

就 業 履 歴 デ ー タ 登 録 標 準 API 連 携 認 定 シ ス テ ム に よ り 、 入 退 場 履 歴 を 記 録 で き る 措 置 を 実 施 し て

い る こ と 等  

 

【 ⑤ － １ ０ 】 建 設 技 能 者 を 大 切 に す る 企 業 の 自 主 宣 言 制 度 に お い て 宣 言 し て い る こ と を 証 す る
書 面 及 び 宣 言 し た 取 り 組 み を 取 組 開 始 日 以 降 行 う 又 は 行 っ て い る こ と を 誓 約 す る 書
面  

１ ）  審 査 基 準 日 に お い て 、 国 土 交 通 省 が 実 施 す る 建 設 技 能 者 を 大 切 に す る 企 業 の 自 主 宣 言 制 度 の 宣 言

を 行 っ て い る こ と を 証 す る 書 面 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

※ こ の 書 面 は 国 土 交 通 省 の 建 設 技 能 者 を 大 切 に す る 企 業 の 自 主 宣 言 ホ ー ム ペ ー ジ に お け る 各 宣  

言 企 業 の 詳 細 ペ ー ジ か ら 宣 言 内 容 を ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と で 取 得 で き ま す 。  

２ ）  様 式 第 ７ 号 に よ る 誓 約 書 を 提 出 し て く だ さ い 。 な お 、 こ の 誓 約 書 を 提 出 し た に も か か わ ら ず 、 自 主 宣 言

制 度 に お け る 取 組 開 始 日 到 来 後 、 宣 言 し た 取 り 組 み を 行 っ て い な い 場 合 は 虚 偽 申 請 と し て 建 設 業 法

に 違 反 す る お そ れ が あ り ま す の で 注 意 し て く だ さ い 。  

 

【 ⑤ － １ １ 】  防 災 協 定 締 結 を 証 す る 書 類  

１ ）  審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 の 状 況 を 確 認 で き る も の で 、 次 の い ず れ か が 必 要 で す 。  

 

提  出  書  類  摘   要  

協 定 書 の 写 し  直 接 、 国 や 地 方 公 共 団 体 等 と 防 災 協 定 を 締 結 し て い る 場 合  

団 体 が 発 行 す る 証 明 書  所 属 し て い る 団 体 が 国 や 地 方 公 共 団 体 等 と 防 災 協 定 を 締 結 し て い る 場 合  

 

※  国 や 地 方 公 共 団 体 等 と 防 災 協 定 を 締 結 し て い る こ と が 必 要 で す 。 締 結 し て い な い 場 合 は 対 象 外 で す 。  

※  な お 、 防 災 協 定 締 結 の 有 無 に つ い て は 、 所 属 し て い る 団 体 等 に 確 認 し て く だ さ い  。  

 

【 ⑤ － １ ２ 】  監 査 の 受 審 状 況 を 証 す る 書 類 （ 次 の い ず れ か ）  

１ ）  審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 の 状 況 を 確 認 で き る も の で 、 次 の い ず れ か が 必 要 で す 。  

提  出  書  類  摘   要  

有 価 証 券 報 告 書 の 写 し 又 は 監 査 報 告 書 の 写 し  会 計 監 査 人 を 設 置 し て い る 場 合  

会 計 参 与 報 告 書 の 写 し  会 計 参 与 を 設 置 し て い る 場 合  

「 経 理 処 理 の 適 正 を 確 認 し た 旨 の 書 類 (様 式 第 ２ 号 )」  

（ 「 Ⅳ ． 記 載 例 及 び 記 載 要 領 」 参 照 ）  

社 内 で 雇 用 す る 公 認 会 計 士 、 税 理 士 、 登 録 経 理 士

講 習 実 施 機 関 に 登 録 さ れ た １ 級 登 録 経 理 士 等  

 

【 ⑤ － １ ３ 】  建 設 業 経 理 事 務 士 等 合 格 証 （ １ 級 ～ ２ 級 ） 等  

１ ）  公 認 会 計 士 、 税 理 士 と し て 登 録 さ れ て い る こ と が わ か る 書 面 の 写 し 又 は 一 級 、 二 級 登 録 経 理 試 験 合 格

者 の 合 格 証 明 書 等 （ ロ 該 当 者 は 合 格 証 明 書 の 写 し 、 ハ 該 当 者 は 登 録 経 理 講 習 の 修 了 証 の 写 し ） を 提 示

し て く だ さ い 。 な お 、 審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 で 要 件 を 満 た し て い る こ と が 必 要 で す 。  

 イ  公 認 会 計 士 又 は 税 理 士 で あ っ て 、 国 土 交 通 大 臣 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 建 設 業 の 経 理 に 必 要 な 知 識

を 習 得 さ せ る も の と し て 国 土 交 通 大 臣 が 指 定 す る 研 修 を 受 け た も の  

 ロ  登 録 経 理 試 験 に 合 格 し た 者 で あ っ て 、 合 格 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 開 始 日 か ら 起 算 し て ５ 年 を 経

過 し な い も の  

 ハ  登 録 経 理 講 習 を 受 講 し た 者 で あ っ て 、 受 講 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 開 始 日 か ら 起 算 し て ５ 年 を 経

過 し な い も の  

 二  イ ～ ハ に 掲 げ る 者 と 同 等 以 上 と 認 め る 者 は 以 下 の と お り と な り ま す 。  

・ 登 録 経 理 試 験 １ 級 又 は ２ 級 に 合 格 し た 後 、 （ 一 財 ） 建 設 業 振 興 基 金 が 実 施 す る 講 習 を 受 講 し た 者

で 、  受 講 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 開 始 日 か ら 起 算 し て ５ 年 を 経 過 し な い も の  

・ 公 認 会 計 士 又 は 税 理 士 で あ っ て 、 こ れ ら と な る 資 格 を 有 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の 開 始 日 か ら

起 算 し て １ 年 を 経 過 し な い も の  

２ ）   建 設 業 経 理 事 務 士 等 の 常 勤 性 の 確 認 資 料 に つ い て は 、 技 能 者 に 関 す る 【 ④ -1】 、 【 ④ -3】 、 【 ④ -6】

の 書 類 を 提 示 し て く だ さ い 。  
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【 ⑤ － １ ４ 】 建 設 機 械 保 有 状 況 一 覧 表 、 昨 年 度 の 建 設 機 械 保 有 状 況 一 覧 表 、 売 買 契 約 書 等 の

写 し 、 特 定 自 主 検 査 記 録 表 の 写 し 、 移 動 式 ク レ ー ン 検 査 証 の 写 し 、 ダ ン プ 車 の 自 動 車 検

査 証 記 録 事 項 の 写 し 及 び カ タ ロ グ の 写 し  

 

１ ）  評 価 対 象 と な る 建 設 機 械 は 以 下 の と お り で す 。  

機 械 の 種 類  性 能 等  

シ ョ ベ ル 系 掘 削 機  
シ ョ ベ ル 、 バ ッ ク ホ ウ 、 ド ラ グ ラ イ ン 、 ク ラ ム シ ェ ル 、 ク レ ー ン 又 は パ イ ル ド ラ イ

バ ー の ア タ ッ チ メ ン ト を 有 す る も の  

ブ ル ド ー ザ ー  自 重 が ３ ト ン 以 上 の も の  

ト ラ ク タ ー シ ョ ベ ル  バ ケ ッ ト 容 量 が ０ ． ４ 立 方 メ ー ト ル 以 上 の も の  

モ ー タ ー グ レ ー ダ ー  自 重 が ５ ト ン 以 上 の も の  

ダ ン プ 車  
自 動 車 車 検 証 の 車 体 の 形 状 欄 に 「 ダ ン プ 」 「 ダ ン プ フ ル ト レ ー ラ 」 「 ダ ン プ セ ミ

ト レ ー ラ 」 と 記 載 の あ る も の で あ っ て 、 土 砂 等 の 運 搬 に 供 さ れ る 貨 物 自 動 車  

ア ス フ ァ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ  
自 動 車 車 検 証 の 車 体 の 形 状 欄 に 「 ア ス フ ァ ル ト フ ィ ニ ッ シ ャ 」 と 記 載 さ れ て い

る 大 型 特 殊 自 動 車  

移 動 式 ク レ ー ン  つ り 上 げ 荷 重 ３ ト ン 以 上 の も の  

不 整 地 運 搬 車   

高 所 作 業 車  作 業 床 の 高 さ が ２ メ ー ト ル 以 上 の も の  

締 固 め 用 機 械  ロ ー ド ロ ー ラ ー 、 タ イ ヤ ロ ー ラ ー 及 び 振 動 ロ ー ラ ー  

解 体 用 機 械  
ブ レ ー カ （ ブ レ ー カ ユ ニ ッ ト の ア タ ッ チ メ ン ト を 有 す る も の ） 、 鉄 骨 切 断 機 、 コ

ン ク リ ー ト 圧 砕 機 及 び 解 体 用 つ か み 機  

 

２ ）  以 下 の 書 類 を 、 加 点 の 上 限 （ 15 台 ） の 範 囲 内 で 提 出 ／ 提 示 し て く だ さ い 。  

書   類  提 出 /提 示  摘   要  

建 設 機 械 保 有 状 況 一 覧 表

（ ２ 部 ）  

２ 部 提 出 （ 1 部 は

副 本 用 に 押 印 し

て 返 却 し ま す ）  

(「 Ⅳ ． 記 載 例 及 び 記 載 要 領 」 参 照 ) 

 

昨 年 度 の 建 設 機 械 保 有 状 況

一 覧 表  

１ 部 提 示  

（ 返 却 し ま す ）  

昨 年 度 の 審 査 で 提 示 し た 山 梨 県 の 押 印 が あ る も の  

当 該 一 覧 表 に 記 載 の あ る 建 設 機 械 に つ い て 、 そ の 内 容

に 変 更 等 が な い 場 合 、 売 買 契 約 書 の 写 し 又 は リ ー ス 契

約 書 の 写 し の 提 示 は 原 則 不 要  

売 買 契 約 書 の 写 し 又 は リ ー

ス 契 約 書 の 写 し  

１ 部 提 示  

（ 返 却 し ま す ）  

リ ー ス 契 約 に つ い て は 、 審 査 基 準 日 時 点 で リ ー ス 期 間 が

１ 年 ７ ヶ 月 以 上 の も の （ 審 査 基 準 日 時 点 で リ ー ス 期 間 が

１ 年 ７ ヶ 月 未 満 の も の に つ い て は 、 建 設 機 械 に 係 る 誓 約

書 （ 県 HP に 様 式 有 り ） も 別 途 提 出 ）  

特 定 自 主 検 査 記 録 表 の 写 し  
１ 部 提 示  

（ 返 却 し ま す ）  

シ ョ ベ ル 系 掘 削 機 、 ブ ル ド ー ザ ー 、 ト ラ ク タ ー シ ョ ベ ル 、

モ ー タ ー グ レ ー ダ ー 、 高 所 作 業 車 、 締 固 め 用 機 械 、 解

体 用 機 械 及 び 不 整 地 運 搬 車 が 対 象  

審 査 基 準 日 以 前 １ 年 以 内 の 検 査 を 確 認 で き る も の で あ

る こ と 。  

移 動 式 ク レ ー ン の 検 査 証 の

写 し  

１ 部 提 示  

（ 返 却 し ま す ）  

審 査 基 準 日 以 前 １ 年 以 内 の 検 査 を 確 認 で き る も の で あ

る こ と 。  

ダ ン プ 車 及 び ア ス フ ァ ル ト ・

フ ィ ニ ッ シ ャ の 自 動 車 検 査 証

記 録 事 項 の 写 し  

１ 部 提 示  

（ 返 却 し ま す ）  

初 度 登 録 年 月 が 審 査 基 準 日 以 前 か つ 審 査 基 準 日 が 有

効 期 間 の 満 了 す る 日 以 前 で あ る こ と 。  

自 動 車 車 検 証 の 車 体 の 形 状 欄 に 「 ダ ン プ 」 「 ダ ン プ フ ル

ト レ ー ラ 」 「 ダ ン プ セ ミ ト レ ー ラ 」 と 記 載 の あ る も の で あ っ

て 土 砂 等 の 運 搬 に 供 さ れ る 貨 物 自 動 車 （ な お 、 自 動 車

検 査 証 の 備 考 欄 に 「 積 載 物 は 、 土 砂 等 以 外 の も の と す

る 」 等 の 記 載 が あ り 、  土 砂 等 の 運 搬 が 制 限 さ れ て い る

車 両 に お い て は 、 加 点 対 象 外 ） 及 び 「 ア ス フ ァ ル ト ・ フ ィ

ニ ッ シ ャ 」 と 記 載 さ れ て い る 大 型 特 殊 自 動 車  

不 正 防 止 の た め 、 リ ー ス 契 約 及 び 割 賦 販 売 で 支 払 い を

終 了 し て い な い も の を 除 き 、 所 有 者 欄 （ 使 用 者 欄 で は な

い ） が 申 請 者 名 義 と な っ て い る こ と 。  

カ タ ロ グ の 写 し  
１ 部 提 示  

（ 返 却 し ま す ）  

対 象 建 設 機 械 の 全 体 像 、 型 式 及 び 仕 様 が 確 認 で き る 部

分 を 抜 粋 し た も の  

※  売 買 契 約 書 の 代 替 書 類 と し て 、 （ 一 社 ） 日 本 建 設 機 械 工 業 会 が 定 め る 統 一 譲 渡 証 明 書 の 写 し 、 有
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効 期 間 内 の 自 動 車 検 査 証 記 録 事 項 の 写 し 及 び 各 建 機 メ ー カ ー の 正 規 販 売 代 理 店 が 発 行 し た 販 売

証 明 書 の 写 し で も 確 認 で き ま す 。 ま た 、 昨 年 度 の 建 設 機 械 保 有 状 況 一 覧 表 と 内 容 に 変 更 の な い 建

設 機 械 に つ い て は 、 売 買 契 約 書 等 の 提 示 を 省 略 す る こ と が で き ま す 。  

※  昨 年 度 の 建 設 機 械 保 有 状 況 一 覧 表 に 記 載 の な い 建 設 機 械 （ 新 規 購 入 等 ） に つ い て は 売 買 契 約 書

等 の 提 示 、 審 査 基 準 日 に お け る リ ー ス 期 間 が １ 年 ７ ヶ 月 未 満 の 建 設 機 械 に つ い て は 建 設 機 械 に 係 る

誓 約 書 （ 県 HP に 様 式 有 り ） の 提 出 が 別 途 必 要 と な り ま す 。  

 
【 ⑤ － １ ５ 】  エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ に 関 す る 認 定 を 証 す る 書 面 （ 写 ）  
 

１ ）   審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 で 有 効 で あ る も の 。  

２ ）  （ 一 財 ） 持 続 性 推 進 機 構 に お い て 認 証 さ れ て い る こ と を 証 す る 書 面 の 写 し を 提 出 し て く だ さ い 。  

３ ）  認 証 範 囲 に 建 設 業 が 含 ま れ て い な い 場 合 は 加 点 の 対 象 に な り ま せ ん 。  

４ ）  認 証 範 囲 が 一 部 の 支 店 等 に 限 ら れ て い る 場 合 は 加 点 の 対 象 に な り ま せ ん 。  

 

【 ⑤ － １ ６ 】  Ｉ Ｓ Ｏ ９ ０ ０ １ 登 録 証 明 書 (写 ) 

 

１ ）   審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 で 有 効 で あ る も の 。  

２ ）  (公 財 )日 本 適 合 性 認 定 協 会 又 は  (公 財 )日 本 適 合 性 認 定 協 会 と 相 互 認 証 し て い る 認 定 機 関 に お い て

認 証 さ れ た も の で あ る こ と 。  

３ ）  認 証 範 囲 に 建 設 業 が 含 ま れ て い な い 場 合 は 加 点 の 対 象 に な り ま せ ん 。  

   た だ し 、 建 設 業 が 含 ま れ て い れ ば 、 経 審 を 受 け よ う と す る 業 種 と 無 関 係 の 業 種 で あ っ て も 加 点 の 対 象

と な り ま す 。  

４ ）  登 録 証 明 書 で 認 証 範 囲 が 確 認 で き な い 場 合 は 、 別 途 認 証 範 囲 を 確 認 で き る 書 類 の 写 し の 提 出 が 必 要

に な り ま す 。  

５ ）  認 証 範 囲 が 一 部 の 支 店 等 に 限 ら れ て い る 場 合 は 加 点 の 対 象 に な り ま せ ん 。  

 

【 ⑤ － １ ７ 】  Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ １ 登 録 証 明 書 (写 )  

１ ）   審 査 基 準 日 （ 決 算 日 ） 時 点 で 有 効 で あ る も の 。  

２ ）  (公 財 )日 本 適 合 性 認 定 協 会 又 は  (公 財 )日 本 適 合 性 認 定 協 会 と 相 互 認 証 し て い る 認 定 機 関 に お い て

認 証 さ れ た も の で あ る こ と 。  

３ ）  認 証 範 囲 に 建 設 業 が 含 ま れ て い な い 場 合 は 加 点 の 対 象 に な り ま せ ん 。  

   た だ し 、 建 設 業 が 含 ま れ て い れ ば 、 経 審 を 受 け よ う と す る 業 種 と 無 関 係 の 業 種 で あ っ て も 加 点 の 対 象

と な り ま す 。  

４ ）  登 録 証 明 書 で 認 証 範 囲 が 確 認 で き な い 場 合 は 、 別 途 認 証 範 囲 を 確 認 で き る 書 類 の 写 し の 提 出 が 必

要 に な り ま す 。  

５ ）  認 証 範 囲 が 一 部 の 支 店 等 に 限 ら れ て い る 場 合 は 加 点 の 対 象 に な り ま せ ん 。  

 

（２）書類のまとめ方 

経 審 の 提 出 書 類 は 、 以 下 順 番 ど お り 整 理 し て く だ さ い 。  

 ○ 書 類 は 綴 り ひ も や ホ ッ チ キ ス 等 は 使 わ ず に 、 ク リ ッ プ 留 め と し て く だ さ い 。  

 ○ 副 本 は 、 提 出 書 類 と は 別 に ま と め て く だ さ い （ 順 番 は 正 本 と 同 様 ） 。  

No 提 出 書 類  摘 要  

① -1 経 営 事 項 審 査 受 付 票   

① -2 
経 営 規 模 等 評 価 申 請 書  

総 合 評 定 値 請 求 書 〔 20001 帳 票 〕  
副 本 必 須  

① -3 
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高  

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高 〔 20002 帳 票 〕  
副 本 必 須  

① -4 

技 術 職 員 名 簿 〔 20005 帳 票 〕  

（ 該 当 す る 場 合 の み ） 001,002 及 び 099 資 格 の 技 術 職 員 名 簿

一 覧 表  

副 本 必 須  

① -5 そ の 他 の 審 査 項 目 （ 社 会 性 等 ） 〔 20004 帳 票 〕  副 本 必 須  

① -6 審 査 手 数 料 納 付 済 証 貼 付 書   
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① -7 経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書   

① -10 
外 国 子 会 社 並 び に 建 設 業 者 及 び 外 国 子 会 社 に つ い て の 数 値

の 認 定 書  
 

① -11 「 資 本 性 借 入 金 」 該 当 証 明 書   

④ -11 継 続 雇 用 制 度 の 適 用 を 受 け て い る 技 術 職 員 名 簿  （ 様 式 第 ３ 号 ）  

⑤ -1 建 設 業 退 職 金 共 済 事 業 加 入 ・ 履 行 証 明 書   

⑤ -2 退 職 一 時 金 制 度 の 加 入 を 証 す る 書 類  

就 業 規 則 の 場 合 は 、 労 働 局

の 受 理 印 の あ る 表 紙 及 び 該

当 部 分 の 写 し を 添 付  

⑤ -3 企 業 年 金 制 度 の 加 入 を 証 す る 書 類   

⑤ -4 法 定 外 労 働 災 害 補 償 制 度 の 加 入 を 証 す る 書 類  
（ 公 財 ） 建 設 業 福 祉 共 済 団 の 場

合 は 、 Ａ ４ 紙 に 原 本 を 貼 付  

⑤ -5 

Ｃ Ｐ Ｄ 単 位 取 得 及 び 技 能 レ ベ ル 向 上 者 を 証 す る 書 類  

Ｃ Ｐ Ｄ 単 位 を 取 得 し た 技 術 者 名 簿  

技 能 者 名 簿  

（ 様 式 第 ４ 号 ） 副 本 必 須  

（ 様 式 第 ５ 号 ） 副 本 必 須  

⑤ ‐ 6 
女 性 の 職 業 生 活 に お け る 活 躍 の 推 進 に 関 す る 法 律 に 基 づ く

認 定 を 証 す る 書 面 （ 各 え る ぼ し ） （ 写 ）  
 

⑤ ‐ 7 
次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 に 基 づ く 認 定 を 証 す る 書 面 （ 各 く

る み ん ） （ 写 ）  
 

⑤ ‐ 8 
青 少 年 の 雇 用 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 に 基 づ く 認 定 を 証 す る

書 面 （ ユ ー ス エ ー ル ） （ 写 ）  
 

⑤ ‐ 9 
建 設 工 事 に 従 事 す る 者 の 就 業 履 歴 を 蓄 積 す る た め に 必 要 な

措 置 を 実 施 し た 旨 の 誓 約 書 及 び 情 報 共 有 に 関 す る 同 意 書  
（ 様 式 第 ６ 号 ） 副 本 必 須  

⑤ ‐ 10 

建 設 技 能 者 を 大 切 に す る 企 業 の 自 主 宣 言 制 度 に お い て 宣 言

し て い る こ と を 証 す る 書 面 及 び 宣 言 し た 取 り 組 み を 取 組 開 始

日 以 降 行 う 又 は 行 っ て い る こ と を 誓 約 す る 書 面  

国 土 交 通 省 ホ ー ム ペ ー ジ か

ら ダ ウ ン ロ ー ド し た 書 面 及 び  

（ 様 式 第 ７ 号 ） 副 本 必 須  

⑤ -11 防 災 協 定 締 結 を 証 す る 書 類   

⑤ -12 監 査 の 受 審 状 況 を 証 す る 書 類   

⑤ -14 建 設 機 械 保 有 状 況 一 覧 表  副 本 必 須  

⑤ ‐ 15 エ コ ア ク シ ョ ン ２ １ に 関 す る 認 定 を 証 す る 書 面 （ 写 ）   

⑤ -16 Ｉ Ｓ Ｏ ９ ０ ０ １ 登 録 証 明 書 (写 )   

⑤ -17 Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ １ 登 録 証 明 書 (写 )  

① -10 消 費 税 納 税 証 明 書 （ そ の １ ）   

※ 提 示 書 類 は 速 や か に 提 示 で き る よ う に 整 理 し て お い て く だ さ い 。  
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６．問い合わせ先 

 

経 営 規 模 等 評 価 の 申 請 ・ 総 合 評 定 の 請 求  

山 梨 県 県 土 整 備 部 県 土 整 備 総 務 課  

建 設 業 対 策 室  

甲 府 市 丸 の 内 １ － ６ － １  

℡ ： 055-223-1843（ 直 通 ）  

 

山 梨 県 の 入 札 参 加 資 格 申 請  

山 梨 県 県 土 整 備 部 県 土 整 備 総 務 課  

契 約 担 当  

甲 府 市 丸 の 内 １ － ６ － １  

℡ ： 055-223-1673（ 直 通 ）  

 

経 営 状 況 分 析 の 申 請  

1 （ 一 財 )建 設 業 情 報 管 理 セ ン タ ー  
東 京 都 中 央 区 日 本 橋 大 伝 馬 町 １ ４ － １  

℡ ： 03-6661-6622 

2 （ 株 ） マ ネ ー ジ メ ン ト ・ デ ー タ ・ リ サ ー チ  
熊 本 県 熊 本 市 中 央 区 京 町 ２ － ２ － ３ ７  

℡ ： 096-278-8330 

4 ワ イ ズ 公 共 デ ー タ シ ス テ ム （ 株 ）  
長 野 県 長 野 市 田 町 ２ １ ２ ０ － １  

℡ ： 026-232-1145 

5 （ 株 ） 九 州 経 営 情 報 分 析 セ ン タ ー  
長 崎 県 長 崎 市 今 博 多 町 ２ ２  

℡ ： 095-811-1477 

7 （ 株 ） 北 海 道 経 営 情 報 セ ン タ ー  
北 海 道 札 幌 市 白 石 区 東 札 幌 一 条 ４ － ８ － １  

℡ ： 011-820-6111 

8 （ 株 ） ネ ッ ト コ ア  
栃 木 県 宇 都 宮 市 鶴 田 ２ － ５ － ２ ４  

℡ ： 028-649-0111 

9 （ 株 ） 経 営 状 況 分 析 セ ン タ ー  
東 京 都 港 区 三 田 １ － ２ ― ２ ２  東 洋 ビ ル ６ 階  

℡ ： 03-6685-1008 

10 経 営 状 況 分 析 セ ン タ ー 西 日 本 （ 株 ）  
山 口 県 宇 部 市 北 琴 芝 １ － ６ － １ ０  

℡ ： 0836-38-3781 

11 （ 株 ） NKB 
福 岡 県 北 九 州 市 小 倉 北 区 重 住 ３ － ２ － １ ２  

℡ ： 093-982-3800 

２ ２  （ 株 ） 建 設 業 経 営 情 報 分 析 セ ン タ ー  

東 京 都 立 川 市 柴 崎 町 ２ － １ ７ － ６  正 盛 堂 ビ ル

２ F 

℡ ： 042-505-7533 

※  国 土 交 通 大 臣 の 登 録 を 受 け た 登 録 経 営 状 況 分 析 機 関 は 、 上 記 の と お り で す 。  

 （ 令 和 ８ 年 ３ 月 現 在 ）  

 登 録 経 営 状 況 分 析 機 関 は 、追 加 ・ 廃 止 さ れ る こ と が あ り ま す の で 、最 新 情 報 は 国 土  

交 通 省 ホ ー ム ペ ー ジ で 確 認 し て く だ さ い 。  

（ h t t p : / / w w w . m l i t . g o . j p / t o t i k e n s a n g y o / c o n s t / 1 _ 6 _ b t _ 0 0 0 0 9 1 . h t m l）
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７．申請用紙の取扱先  

 

（ １ ） 経 営 規 模 等 評 価 申 請 書 及 び 総 合 評 定 値 請 求 書  

山 梨 県 県 土 整 備 総 務 課 建 設 業 対 策 室 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド  

ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス  

https://www.pref.yamanashi. jp/kentai/keishin_youshiki .html 

  （ 山 梨 県 Ｈ Ｐ ト ッ プ ＞ し ご と ・ 産 業 ＞ 建 設 業 ＞ 資 格 ・ 手 続 き ＞ 経 営 事 項 審 査 ＞ 経 営 事 項 審 査 の 申 請 書 （ 様 式 ） ）  

 

（ 一 社 ） 山 梨 県 建 設 業 協 会 で 購 入  

甲 府 市 丸 の 内 １ 丁 目 １ ３ － ７       ℡  ０ ５ ５ － ２ ３ ５ － ４ ４ ２ １  

 

（ ２ ） 経 営 状 況 分 析 申 請 書  

各 登 録 経 営 状 況 分 析 機 関 （ 「 Ⅱ ． 申 請 の 期 日 及 び 方 法 等 ６ ． 問 い 合 わ せ 先 」 参 照 ） に お 問 い

合 わ せ く だ さ い 。  

 

８．審査手数料及び納入方法 
 

区  分  経 営 規 模 等 評 価 申 請  総 合 評 定 値 請 求  経 営 状 況 分 析 申 請  

納 入 方 法  
山 梨 県 手 数 料 納 付 済 証 を 申 請 時 に 「 審 査 手 数 料 納 付

済 証 貼 付 書 」 に 添 付 し て 提 出  

各 経 営 状 況 分 析 機 関 の

定 め に 従 う こ と  

金  額  

１ 業 種  10,400 円  １ 業 種  600 円  

経 営 状 況 分 析 機 関 が 定

め る 額  

２ 業 種  12,700 円  ２ 業 種  800 円  

３ 業 種  15,000 円  ３ 業 種  1,000 円  

４ 業 種  17,300 円  ４ 業 種  1,200 円  

５ 業 種  19,600 円  ５ 業 種  1,400 円  

６ 業 種  21,900 円  ６ 業 種  1,600 円  

７ 業 種  24,200 円  ７ 業 種  1,800 円  

 以 降 、 １ 業 種 増 え る ご と

に 2,300 円 を 加 え る  

 以 降 、 １ 業 種 増 え る ご と

に 200 円 を 加 え る  

 

※ 電 子 申 請 の 場 合 は 、 建 設 業 許 可 ・ 経 営 事 項 審 査 電 子 申 請 シ ス テ ム （ JCIP） の 指 示 に 従 っ て

納 入 し て く だ さ い 。 

 

９．再審査の申立 
 

経 営 規 模 等 評 価 の 結 果 に つ い て 異 議 が あ る と き は 、 審 査 を 行 っ た 国 土 交 通 大 臣 又 は 山 梨 県

知 事 に 対 し 、 当 該 経 営 規 模 等 評 価 の 結 果 の 通 知 を 受 け た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 限 り 、 再 審 査 を 申

し 立 て る こ と が で き ま す （ 法 第 ２ ７ 条 の ２ ８ 、 規 則 第 ２ ０ 条 第 １ 項 ） 。  
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経 営 事 項 審 査 の 基 準 そ の 他 の 評 価 方 法 （ 経 営 規 模 等 評 価 に 係 る も の に 限 る 。 ） が 改 正 さ れ

た 場 合 に お い て 当 該 改 正 前 の 評 価 方 法 に 基 づ く 審 査 の 結 果 通 知 を 受 け た 者 は 、 当 該 改 正 の

日 か ら １ ２ ０ 日 以 内 に 限 り 、 再 審 査 を 申 し 立 て る こ と が で き ま す （ 法 律 第 ２ ７ 条 の ２ ８ 、 規 則 第 ２ ０

条 第 ２ 項 ） 。  

 

１０．虚偽記載 

 

経 営 事 項 審 査 申 請 書 、 経 営 状 況 分 析 申 請 書 に 虚 偽 の 記 載 を し て 提 出 し た 者 は 、 ６ 月 以 下 の

懲 役 又 は １ ０ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 せ ら れ ま す （ 法 第 ５ ０ 条 第 ４ 項 ） 。  

ま た 、 国 土 交 通 大 臣 又 は 都 道 府 県 知 事 が 経 営 事 項 審 査 の た め に 必 要 と 認 め て 申 請 者 で あ る

建 設 業 者 に 報 告 を 求 め 、 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め た に も か か わ ら ず 、 報 告 を せ ず 、 若 し く は 資 料

の 提 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 資 料 を 提 出 し た 場 合 に は 、 １ ０ ０ 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 せ ら れ ま す

（ 法 第 ５ ２ 条 第 ４ 項 ） 。  

な お 、 上 記 の 刑 に 処 せ ら れ た 場 合 に は 、 許 可 の 取 消 し を 受 け 、 当 該 取 消 し の 日 か ら ５ 年 間

は 許 可 を 受 け る こ と が で き な い こ と と な り ま す （ 法 第 ８ 条 第 ７ 号 又 は 第 ８ 号 及 び 第 ２ ９ 条 第 １ 項 第

２ 号 ） 。  

 

 

１１．経営規模等評価の結果の公表 
 

経 営 規 模 等 評 価 の 結 果 （ 基 準 が 改 正 さ れ た 場 合 に お け る 再 審 査 の 結 果 を 含 む 。 ） に つ い て

は 、 競 争 参 加 者 選 定 手 続 の 透 明 性 の 一 層 の 向 上 に よ る 公 正 さ の 確 保 、 企 業 情 報 の 開 示 や 相

互 監 視 に よ る 虚 偽 申 請 の 抑 止 力 の 活 用 の 観 点 か ら 、 下 記 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 さ れ て い ま

す 。  

(一 財 )建 設 業 情 報 管 理 セ ン タ ー ホ ー ム ペ ー ジ  

ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス  http://www.ciic.or. jp 

  ※ 経 審 結 果 の 公 表 に つ い て の 詳 細 は 、 上 記 の 財 団 あ て に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  
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Ⅲ．各種一覧表  
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１．大臣・知事コード番号表 
 

国土交通大臣 ０ ０  山梨県知事 １ ９ 

 
 

２．山梨県市町村コード番号表  

 

市 コード  南 巨 摩 郡 コード 

甲 府 市 １９２０１  早 川 町 １９３６４ 

富 士 吉 田 市 １９２０２  身 延 町 １９３６５ 

都 留 市 １９２０４  南 部 町 １９３６６ 

山 梨 市 １９２０５  富 士 川 町 １９３６８ 

大 月 市 １９２０６    

韮 崎 市 １９２０７  中 巨 摩 郡 コード 

南 ア ル プ ス 市 １９２０８  昭 和 町 １９３８４ 

北 杜 市 １９２０９    

甲 斐 市 １９２１０  南 都 留 郡 コード 

笛 吹 市 １９２１１  道 志 村 １９４２２ 

上 野 原 市 １９２１２  西 桂 町 １９４２３ 

甲 州 市 １９２１３  忍 野 村 １９４２４ 

中 央 市 １９２１４  山 中 湖 村 １９４２５ 

   鳴 沢 村 １９４２９ 

西 八 代 郡 コード  富 士 河 口 湖 町 １９４３０ 

市 川 三 郷 町 １９３４６    

   北 都 留 郡 コード 

   小 菅 村 １９４４２ 

   丹 波 山 村 １９４４３ 
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３．技術職員資格区分コード表 

   資格区分欄の右端に記載されている年数（「＋実務経験○年」）は、当該欄に記載されている資格を取得

するための試験に合格した後、法第７条２号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数です。 

 資   格   区   分 コード 技術職員区分 建設業の種類 

 法第７条第２号イ該当（指定学科卒業後３年又は５年の実務経験） ００１ 

その他 

該当業種 

 法第７条第２号ロ該当（１０年実務経験） ００２ 

 法第１５条第２号ハ該当（同号イと同等以上）（大臣認定者） ００３ 

 法第１５条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）（大臣認定者） ００４ 

 監理技術者補佐〔一級技士補〕 ００５ 
監理技術者

補佐 

建 
 

 

設 
 

 

業 
 

 
法 

一級建設機械施工管理技士 １１１ １級 土と舗 

二級建設機械施工管理技士（第１種～第６種） ２１２ ２級 土と舗 

一級土木施工管理技士 ※１ １１３ 

１級 
土と石鋼舗し塗

水解（※１） 

その他※５ 
左屋タ筋防絶井

清 

一級土木施工管理技士補 １１Ｈ その他※５ 

左と石屋タ筋し

塗 防 絶 井 水 清

解 

二級土木施工管理技士（土木） ※１ ２１４ 

２級 
土と石鋼舗し水

解（※１） 

その他※６ 
左屋タ筋塗防絶

井清 

二級土木施工管理技士補（土木） ２１J その他※６ 

左と石屋タ筋し

塗 防 絶 井 水 清

解 

二級土木施工管理技士（鋼構造物塗装） ２１５ 

２級 塗 

その他※６ 
左と石屋タ筋し

防絶井水清解 

二級土木施工管理技士補（鋼構造物塗装） ２１Ｋ その他※６ 

左と石屋タ筋し

塗 防 絶 井 水 清

解 

二級土木施工管理技士（薬液注入） ２１６ 

２級 と 

その他※６ 
左石屋タ筋し塗

防絶井水清解 

二級土木施工管理技士補（薬液注入） ２１Ｌ その他※６ 

左と石屋タ筋し

塗 防 絶 井 水 清

解 

一級建築施工管理技士 ※１ １２０ 
１級 

建大左と石屋タ

鋼 筋 板 ガ 塗 防

内絶具解（※１） 

その他※５ 機水消清 

一級建築施工管理技士補 １２C その他※５ 

大左と石屋タ筋

板 ガ 塗 防 内 機

絶具水消清解 

二級建築施工管理技士（建築） ※１ ２２１ 

２級 建解（※１） 

その他※６ 

大左と石屋タ筋

板 ガ 塗 防 内 機

絶具水消清 

二級建築施工管理技士（躯体） ※１ ２２２ 

２級 
大 と タ 鋼 筋 解

（※１） 

その他※６ 

左 石 屋 板 ガ 塗

防 内 機 絶 具 水

消清 
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 資   格   区   分 コード 技術職員区分 建設業の種類 

二級建築施工管理技士（仕上げ） ２２３ 
２級 

大左石屋タ板ガ

塗防内絶具 

その他※６ と筋機水消清解 

二級建築施工管理技士補 ２２Ｄ その他※６ 

大左と石屋タ筋

板 ガ 塗 防 内 機

絶具水消清解 

一級電気工事施工管理技士 １２７ 
１級 電 

その他※５ 機消 

一級電気工事施工管理技士補 １２Ｅ その他※５ 機消 

二級電気工事施工管理技士 ２２８ 
２級 電 

その他※６ 機消 

二級電気工事施工管理技士補 ２２Ｆ その他※６ 機消 

一級管工事施工管理技士 １２９ 

１級 管 

その他※５ 
筋し板機絶井具

水消清 

一級管工事施工管理技士補 １２Ｇ その他※５ 
筋し板機絶井具

水消清 

二級管工事施工管理技士 ２３０ 

２級 管 

その他※６ 
筋し板機絶井具

水消清 

二級管工事施工管理技士補 ２３A その他※６ 
筋し板機絶井具

水消清 

一級電気通信工事施工管理技士 １３１ １級 通 

二級電気通信工事施工管理技士 ２３２ ２級 通 

一級造園施工管理技士 １３３ 

１級 園 

その他※５ 

左と石屋タ筋し

塗 防 絶 井 水 清

解 

一級造園施工管理技士補 １３D その他※５ 

左と石屋タ筋し

塗 防 絶 井 水 清

解 

二級造園施工管理技士 ２３４ 

２級 園 

その他※６ 

左と石屋タ筋し

塗 防 絶 井 水 清

解 

二級造園施工管理技士補 ２３E その他※６ 

左と石屋タ筋し

塗 防 絶 井 水 清

解 

建
築
士

法 

一級建築士 １３７ １級 建大屋タ鋼内 

二級  〃          ２３８ ２級 建大屋タ内 

木造  〃          ２３９ ２級 大 

技 
 

 

術 
 

 

士 
 

 

法 

建設・総合技術監理（建設） ※１ １４１ 

１級 

土と電舗し園解

（※１） 

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理 （建設「鋼構造及びコンクリー

ト」） ※１ 
１４２ 

土と電鋼舗し園

解（※１） 

農業「農業土木」・総合技術監理 （農業「農業土木」） １４３ 土と 

電気電子・総合技術監理 （電気電子） １４４ 電通 

機械・総合技術監理 （機械） １４５ 機 

機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理 （機械「流体工学」又は「熱

工学」） 
１４６ 管機 

上下水道・総合技術監理 （上下水道） １４７ 管水 

上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理 （上下水道「上水道及

び工業用水道」） 
１４８ 管井水 

水産「水産土木」・総合技術監理 （水産「水産土木」） １４９ 土とし 

森林「林業」・総合技術監理 （森林「林業」） １５０ 園 
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 資   格   区   分 コード 技術職員区分 建設業の種類 

森林「森林土木」・総合技術監理 （森林「森林土木」） １５１ 土と園 

衛生工学・総合技術監理 （衛生工学） １５２ 管 

衛生工学「水質管理」・総合技術監理 （衛生工学「水質管理」） １５３ 管水 

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理 （衛生工学「廃棄物管理」） １５４ 管水清 

※２ 

第一種電気工事士  １５５ ２級 電 

第二種     〃 ＋実務経験３年 ２５６ その他 電 

電気主任技術者（第１種～第３種） ＋実務経験５年 ２５８ その他 電 

※３ 
工事担任者（※４） ＋実務経験３年 ２３５ その他 通 

電気通信主任技術者 ＋実務経験５年 ２５９ その他 通 

消防法 
甲種消防設備士  １６８ ２級 消 

乙種   〃           １６９ ２級 消 

水道法 給水装置工事主任技術者 ＋実務経験１年 ２６５ その他 管 

その他 その他 ０９９ その他 該当業種 

（※１）解体工事業の技術職員とする場合、平成２７年度以前の合格者については、合格後解体工事の実務経験 1 年以上又は

講習受講が必要です。証明書類（資格証コピー、登録解体工事講習修了証又は実務経験証明書類）を提示してください。 

（※２）電気工事士法・電気事業法 

（※３）電気通信事業法 

（※４）工事担任者は、第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の工事担任者資格者証の両方の交付を受けた者又は総合

通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限ります。また、令和３年４月１日以降に、工事担任者試験に合格した者、養成

課程（※４－１）を修了した者及び総務大臣の認定（※４－２）を受けた者に限ります。 

（※４－１）電気通信事業法第７２条第２項において準用する同法第４６条第３項第２号の養成課程 

（※４－２）電気通信事業法第７２条第２項において準用する同法第４６条第３項第３号の総務大臣の認定 

（※５）一級一次検定合格後の実務経験３年（実務経験証明書の提示が必要です。）（令和５年７月１日以降を審査基準日とする

申請で適用） 

（※６）二級一次検定合格後の実務経験５年（実務経験証明書の提示が必要です。）（令和５年７月１日以降を審査基準日とする

申請で適用） 

 

 資   格   区   分 コード 
技術職員

区分 
建設業 

の種類 

職 
 

 
 

 

業 
 

 
 

 
能 

 
 

 
 

力 
 

 
 

 

開 
 

 
 

 

発 
 

 
 

 

促 
 

 
 

 

進 
 

 
 

 

法 

ウェルポイント施工 
（１級） １６６ ２級 と 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２６６ その他 と 

路面標示施工 １６７ ２級 塗 

建築大工 
（１級） １７１ ２級 大 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７１ その他 大 

型枠施工 
（１級） １６４ ２級 大と 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２６４ その他 大と 

左官 
（１級） １７２ ２級 左 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７２ その他 左 

とび・とび工 
（１級） １５７ ２級 と解 

（２級）＋実務経験 1 年（3 年）※７ ２５７ その他 と解 

コンクリート圧送施工 
（１級） １７３ ２級 と 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７３ その他 と 

空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 
（１級） １７４ ２級 管 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７４ その他 管 

給排水衛生設備配管 
（１級） １７５ ２級 管 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７５ その他 管 

配管・配管工 
（１級） １７６ ２級 管 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７６ その他 管 

建築板金「ダクト板金作業」 
（１級） １７０ ２級 管屋板 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７０ その他 管屋板 

タイル張り・タイル張り工 
（１級） １７７ ２級 タ 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７７ その他 タ 

築炉・築炉工・れんが積み 
（１級） １７８ ２級 タ 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７８ その他 タ 

ﾌﾞﾛｯｸ建築・ﾌﾞﾛｯｸ建築工・ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ施工 
（１級） １７９ ２級 石タ 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２７９ その他 石タ 
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 資   格   区   分 コード 
技術職員

区分 
建設業 

の種類 

石工・石材施工・石積み 
（１級） １８０ ２級 石 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８０ その他 石 

鉄工・製罐 
（１級） １８１ ２級 鋼 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８１ その他 鋼 

鉄筋組立て・鉄筋施工 
（１級） １８２ ２級 筋 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８２ その他 筋 

工場板金 
（１級） １８３ ２級 板 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８３ その他 板 

板金｢建築板金作業｣･建築板金「内外装板金作

業」･板金工｢建築板金作業｣ 

（１級） １８４ ２級 屋板 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８４ その他 屋板 

板金・板金工・打出し板金 
（１級） １８５ ２級 板 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８５ その他 板 

かわらぶき・スレート施工 
（１級） １８６ ２級 屋 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８６ その他 屋 

ガラス施工 
（１級） １８７ ２級 ガ 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８７ その他 ガ 

塗装・木工塗装・木工塗装工 
（１級） １８８ ２級 塗 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８８ その他 塗 

建築塗装・建築塗装工 
（１級） １８９ ２級 塗 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２８９ その他 塗 

金属塗装・金属塗装工 
（１級） １９０ ２級 塗 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２９０ その他 塗 

噴霧塗装 
（１級） １９１ ２級 塗 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２９１ その他 塗 

畳製作・畳工 
（１級） １９２ ２級 内 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２９２ その他 内 

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施

工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工 

（１級） １９３ ２級 内 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２９３ その他 内 

熱絶縁施工 
（１級） １９４ ２級 絶 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２９４ その他 絶 

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・

サッシ施工 

（１級） １９５ ２級 具 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２９５ その他 具 

造園 
（１級） １９６ ２級 園 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２９６ その他 園 

防水施工 
（１級） １９７ ２級 防 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２９７ その他 防 

さく井 
（１級） １９８ ２級 井 

（２級）＋実務経験１年（３年）※７ ２９８ その他 井 

そ 

 

の 

 

他 

解体工事施工技士 ０６０ ２級 解 

基礎ぐい工事 ０４０ ２級 と 

地すべり防止工事士〔登録地すべり防止工事試

験合格者〕 
＋実務経験１年 ０６１ その他 と井 

建築設備士 ＋実務経験１年 ０６２ その他 電管 

一級計装士〔登録計装試験合格者〕 ＋実務経験１年 ０６３ その他 電管 

基幹技能者 ０６４ 
基幹技

能者等 
登録業種 

建設技能者〔能力評価基準レベル３技能者〕 ７０３ ２級 

該当業種 
建設技能者〔能力評価基準レベル４技能者〕 ７０４ 

基幹技

能者等 

（※７）平成１５年度以前に合格した者は実務経験１年、平成１６年度以降に合格した者は実務経験３年を要する。 
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４．受審を必要とする発注者一覧表（建設業法施行令第 45 条） 
   経営事項審査を受けなければ請け負うことはできないとされている主な工事（公共工事）は次のとおりです。 
 

○国 

○地方公共団体 

○公 庫：沖縄振興開発金融公庫 

○事 業 団：日本下水道事業団、日本私立学校振興・共済事業団 

○基 金：社会保険診療報酬支払基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、(独)農業者年金基金 

○機 構：日本年金機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、(独)勤労者退職金共済機構、国立研究

開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、(独)中小企業基盤整備機構、国立研究開発法

人日本原子力研究開発機構、地方公共団体金融機構、（独）環境再生保全機構、地方公共団体

情報システム機構 

○公 社：地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社 

○振 興 会：公益財団法人ＪＫＡ 

○大学法人：国立大学法人、大学共同利用機関法人 

○研 究 所：国立研究開発法人理化学研究所 

○センター：日本司法支援センター 

○協 会：日本中央競馬会、地方競馬全国協会、日本放送協会 

○組 合 等：水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農林漁

業団体職員共済組合 

○会 社：新関西国際空港㈱、成田国際空港㈱、中間貯蔵・環境安全事業㈱、東日本高速道路㈱、中日本

高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱、本州四国連絡高速道路

㈱、日本たばこ産業㈱、日本電信電話㈱、東日本電信電話㈱、西日本電信電話㈱、東京地下鉄

㈱、九州旅客鉄道㈱、四国旅客鉄道㈱、北海道旅客鉄道㈱、日本貨物鉄道㈱、㈱日本政策金融

公庫、㈱国際協力銀行 

○そ の 他：港務局、東京湾横断道路建設事業者 

○独立行政法人（その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属している

もの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定したもの） 

○地方独立行政法人 


